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　　　　　午前１０時００分　　開　議 

○議長（色川晴夫君）　皆さん、おはようございます。 

　　ただいま出席議員が12名であります。 

　　定足数に達しておりますので、これより令和４年第４回松島町議会定例会を再開いたします。 

　　傍聴の申出がございますので、お知らせします。－－－－－－－－－－－－であります。 

　　それでは、本日の会議を開きます。 

　　本日の会議日程は、お手元に配付しております。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　日程第１　会議録署名議員の指名 

○議長（色川晴夫君）　日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

　　会議録署名議員は、会議規則第124条の規定により、10番今野　章議員、11番小澤陽子議員

を指名いたします。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　日程第２　一般質問 

○議長（色川晴夫君）　日程第２、一般質問に入ります。 

　　通告の順に従いまして質問を許します。 

　　質問者は登壇の上質問願います。４番櫻井貞子議員。 

　　　　　〔４番　櫻井貞子君　登壇〕 

○４番（櫻井貞子君）　議長のお許しをいただきましたので、通告に従い松島町の安心安全なま

ちづくりについて質問いたします。 

　　昨年12月５日投票日において、女性議員ゼロ議会から女性議員として参画して１年がたちま

した。議員として活動してきたことについて、町民の皆様に改めて感謝をして本日より２年

目に入りますので、改めて松島の安心安全なまちづくり実践のために伺います。 

　　昨日、朝刊にアインシュタインが松島電車を利用して松島の月を眺めた記事が掲載されてお

りました。100年前、初原から松島海岸まで電車が走っていたことなど、意義深く掲載されて

おりました。100年前、そして今年７月１日、愛宕駅開業60年を祝い、地域の住民が愛宕駅周

辺の清掃活動を行い、松島議会だよりの表紙に掲載させていただきました。60年前、旧松島

駅、初原にありました駅が廃止となり、愛宕駅開業の経緯を振り返り、開業当時から無人駅

の形態ですが、通勤、通学、病院、買物、そして住民の足となる拠点としての公共交通の必

要性を再認識したところでございます。その愛宕駅で自転車やバイクの盗難があったこと、
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さらに女子学生に近寄る不審者が駅の周辺に出没して、非常に治安が悪いと住民の方から相

談を受けました。町の安心メールにも頻繁に不審者情報が流れております。安心安全なまち

づくりに必要な町の環境整備を図る必要性を伺います。 

１点目、松島町の保有する駅の管理状況はどうなっているかお聞きいたします。 

○議長（色川晴夫君）　答弁願います。櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　おはようございます。櫻井貞子議員の一般質問に答弁してまいりたいと

思います。 

　　冒頭、アインシュタインの松島の月、記事も読みましたけれども、議員の多くの皆様方も高

城町の相沢商店さんですかね、瀬戸物屋さんですかね、元。あちらでアインシュタインの松

島の月とその松島電鉄、五大堂の前までの鉄道路線についての資料展示会がやられていまし

たけれども、私もそちらに行って改めて体験させていただいて、松島の歴史をちょっと感じ

させられたところであります。 

松島にある７つの駅の周辺トイレについてでありますけれども、トイレ、それから駐車場

等の公共施設で町の管理は松島海岸駅、それから高城町駅、愛宕駅と認識しております。施

設の管理については、その都度ＪＲの担当者の方と協議しながら前に進めているというのが

現状でございます。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君）　承知いたしました。愛宕駅のあの駐輪場は、上りホームに向かう手すり

のところに看板が張ってありまして、整列して並べてくださいという形でしかなっていない

んですね。そういう意味では最初に止めた方は車のチェーンとかかけられるんですけれども、

なかなか整列して並ぶような施設もなくスタンドもなく、鍵がかけられないものがあります。

ぜひ駐輪場の整備等も必要なのではなかろうかなと思います。 

今回、その質問に当たりまして７つの駅を改めて確認させていただきました。有人の駅が

松島海岸駅、これは始発から終電まで人がおります。そして夜間無人となる松島駅、高城町

駅、品井沼駅につきましては、平日、松島駅であれば７時10分から10時30分、そして13時30

分から14時50分だけの窓口の営業、そして品井沼駅は６時30分から15時まで、そして高城町

駅であれば７時から18時40分、土日に関しても早めに窓口が終了するという形で、夕刻には

ほとんど無人状態になっております。防犯上対策の必要性を非常に感じるわけなんですが、

どのような対策を講じているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（色川晴夫君）　答弁、櫻井町長。 
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○町長（櫻井公一君）　まず初めに、今、冒頭の議員から質問がありました愛宕駅駐輪場の盗難

対策等について、担当課でいろいろ検討して、またそれを進めておりますので、建設課長か

らまずその辺を答弁させます。 

○議長（色川晴夫君）　赤間建設課長。 

○建設課長（赤間春夫君）　まず町内の駅前駐輪場につきましては、全箇所無料で駐輪できるよ

うになっております。盗難対策についてですけれども、こちらは利用者による自転車鍵、チ

ェーンなどで盗難対策をお願いしたいと考えております。 

また、愛宕駅につきましては、その駐輪する設備がありませんので、高城町駅前にあるよ

うな駐輪ラックですね、ラックを設置しましてそちらのほうに自転車鍵、チェーンをつけて

いただくような方法を取りたいと考えておりまして、検討してまいりたいと思っております。 

　　以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君）　承知いたしました。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　あと今、後半に駅員の問題がありましたけれども、ＪＲも昔は７つの駅

に多分駅員さんが全て配置されてのスタートだったと思うんですね。まず仙石線手樽駅とか

富山駅とかそういったところから利用客の頻度に応じて、状況に応じて駅員の配置が数が調

整されてきたと。ＪＲから今度、今、民間のほうに委託されて、委託された業者が松島海岸

駅をメインにしてやられていると。ＪＲとすればＪＲの職員に関しましては塩釜から品井沼

にかけての駅に関して、町内の７つの駅全てそうなんですけれども、塩釜駅の駅長さんの管

轄に入っていると、こういうふうに時が変わってきております。 

今、議員が示されたように品井沼駅などについても民間の方々に委託をして窓口の改札を

お願いしておりますけれども、これもなかなか近々の話ですと利用者がコロナ禍だけではな

くて、使う方がどんどんどんどん少なくなってきたという話も聞いておりますので、将来は

今後どうするかということは、これからまた検討していかなくてはならない状況なのかなと

思っております。 

　　それだけではなくて今度、今、ＪＲ、これはＪＲ東日本だけではないんでしょうけれども、

路線の見直しも今、やられていまして県内ではやっぱり路線名を言っていいかどうか分かり

ませんけれども、３路線ぐらい廃止されるのではないかと、赤字路線の解消ということで、

そういう話題にも出てきておりますので、そういった問題もございましたので、11月30日に
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国土交通省にお伺いをして古川政務官に駅の路線の問題についていろいろお願いをしてきた

経緯がございますけれども、そういった松島町内のこと、それから県内のことも併せて駅、

ＪＲ、それからＪＲさんの委託されている会社とか、そういったところと今後ともいろいろ

協議をしながらやっていきたいと、このように思います。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君）　承知いたしました。松島の特色として７つの駅があってそして仙台圏に

は30分程度で利用できるという、定住者が皆松島の利便性を実感しております。松島の土地

計画マスタープランでは、松島海岸、松島駅の今後も町や観光の玄関口として機能を図ると

ともに、他の駅も公共交通の結節点としてその機能を図ると明記されております。長期計画

の第１章に「心地よく元気な暮らしを支えるまちづくり」ということで、公共交通、高城町

駅を初めとする駅前広場の整備検討が必要であるとも明記されております。先ほど建設課長

から愛宕駅の整備について触れられていただいたことを期待して、今後の活用についてさら

にお尋ねしたいと思います。 

それでは次に、先週、12月２日議会終了後に帰宅した折、ちょうど５時８分頃、中学校の

前を通過しました。ちょうど12月の日没は16時17分、真っ暗、日没ですので暗闇の中、グラ

ウンド裏の信号のない横断歩道で生徒が横断をしようとするタイミングでした。歩道を渡っ

てカーブミラーがついているところには照明灯があるんですが、グラウンド裏には何もなく

生徒たちがたたずんでいることがなかなか見えにくい状況でした。非常にそういうところに

もやっぱり照明灯が必要ではないかなと思いましたし、正門の前では多くの生徒が親族のお

迎えを待っておりました。一般的な街灯と電話ボックスの明かりが非常に明るいと思うくら

い暗闇の状態でした。学校や通学路の防犯対策の意味でも必要ではないのかなと思いますの

で、ご質問したいと思います。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　今の防犯上の防犯灯等ですね、そういった状況についての安全面につい

ては担当課長から答弁させます。 

○議長（色川晴夫君）　千葉総務課長。 

○総務課長（千葉繁雄君）　今、中学校周辺の防犯灯ということかと思いますけれども、今、現

在、中学校のグラウンド側ですかね、県道側のグラウンド側のほうを中心に設置していると

ころです。防犯灯については、年度年度基数の計画をもって予算の中で対応しておりますの

で、あとは今、現場も改めてちょっと見させていただいて、今後の検討課題とさせていただ
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ければと思います。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君）　承知いたしました。住民の安心安全を守るために早急に取組が必要と考

えます。今回の質問に当たりまして、改めて先ほど駅を見たと言ったんですが、富山駅につ

いてちょっとお話があります。富山駅については、3.11の被災のときまではトイレがあった

そうです。新たにホームが改修され、非常にきれいな駅になっていたんですけれども、トイ

レがありませんでした。駅前に丹野商店がありまして、商店主から聞きますとトイレを必要

とする通勤、通学の方や観光客、トイレを貸してほしいと飛び込んでくるということをお聞

きしました。この事実は町はご存じでしょうか。 

○議長（色川晴夫君）　答弁、櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　富山駅につきましては、私が住んでいるところでございますので、議員

が言われることは全て承知しております。確かに東日本大震災前につきましては、駐輪場も

あったり、それからトイレと言っていいかどうか分からないけれども、くみ取式だったです

けれどもあったということはあります。今、東日本大震災があってあそこは防潮堤が倒壊し

て駅が一番町内では被害があったところでございますけれども、それが改修されてトイレの

話も当時はあったんだろうと思いますけれども、設置には至らなかったと。あそこの駅の利

用については、通勤、通学をする地域の子供たち、それから通勤者の方だけではなくて、実

は松島フットボールセンターを使う方々の利用も結構ございますので、そういった中からト

イレうんぬんということで、地区のほうからも区のほうからも要望は出ているというのは現

状でございます。ＪＲ等にいろいろトイレ設置について、仙石線期成同盟会とかそういった

中で富山駅の問題ということで話題は出してお話はしておるんでありますけれども、なかな

か今、実施に至っていないということでございます。今後、これらについても仙石線期成同

盟会、会長は今、石巻の市長さんでありますけれども、我々も役員になっておりますので、

その中でいろいろＪＲのほうにお願いをしていきたいと、このように思います。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君）　承知いたしました。平成30年４月１日、松島町おもてなし店舗認定証を

もらったと丹野店主から見せてもらいました。ぜひ公衆トイレの設置も考えるべきではなか

ろうかと思いますし、駅前広場の整備、そして駐輪場の整備、防犯カメラ、そして照明灯の

設備、そして地域防犯のチームの呼びかけなど、改めてお願いして治安の悪い汚名を１日も

早く払拭するようにお願いして、１つ目の質問を終わります。 
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　　それでは２つ目の質問に移ります。男女共同参画視点に立った社会制度の促進をということ

で質問いたします。優しいまちづくりには多様な声が、改めて女性の声を届けなければなり

ません。新型コロナウイルスの感染症の影響により、地方の移住は非常に関心が高まってお

ります。男女共同参画の視点に立ったまちづくりが移住者の判断材料になるのではないです

か。平成11年６月に施行された男女共同参画社会基本法では、男女共同参画社会について男

女が社会の対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分野で参画する機会が確

保され、男女が均等に政治的、社会的、そして文化的に利益を享受することができる、共に

責任を担うべき社会であると規定されています。宮城県においても、宮城県男女共同参画推

進条例の規定に基づき、令和３年２月、宮城県男女共同参画基本計画第４次を策定し、男女

共同参画社会の実現に向けて施策を進めております。松島町における男女共同参画基本法に

基づく第５次男女共同参画基本計画の、地域で魅力ある松島づくりに必要であると考えます

が、取組について伺います。 

○議長（色川晴夫君）　答弁、櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　議員の男女共同参画社会について質問のあった、いろいろなこれから各

項目出てくるかと思いますから、それは担当課長から答弁させたいと思います。 

　　それから、今、議員がお話しされたように、まちづくりとかそういった観点からこの男女共

同参画だけではなく、こういうことがあったからではないんでしょうけれども、女性の視点

というのは大変必要なことだと熟知しておりますし、東日本大震災の震災があったときの私

の経験上、議会の中にも女性の方がいらっしゃらなかったので、視点がちょっと偏りすぎた

ところが、例えば我々はすぐおむつとかミルクとかというのが思い浮かばないわけなんであ

りますけれども、そういった点、やっぱり欠けていたのかなと、議会とすれば当時思ったこ

ともございます。ですから女性の議員の方々がいろいろ今回、お二人の方が誕生されて女性

目線でいろいろな視点に入った中を議会の中でまず共有していただいて、そしてまた我々に

いろいろご意見を賜ればいいまちづくりに進んでいくのかなと思いますので、今後よろしく

お願いを申し上げたいとは思います。 

　　なお、今、まちづくり、それからいろいろなことについて、今、地方の女性リーダーという

ことで、いろいろテレビ、それからマスコミ、新聞等でも話題を取り上げておりますので、

そういったものは昨日もあるテレビ番組で女性が獣医師として北海道に行って、自分のふる

さとで牛が９頭しかいなかったんだけれども、赤字でどうにもならなかったというような、

半分バラエティー的な番組であったんですけれども、結構長く見ていて、ああ、旦那が獣医
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としてまた入ってきて、北海道で牛300頭ぐらいまで広げてやっているという話題も見ていま

すのでね。いろいろなことだけじゃない、そういうことだけじゃないんでしょうけれども、

社会の会社においても女性の上役の方々がどんどん出ていますので、そういう意味では男女

で協働でやっていくべきだとは思っています。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君）　承知いたしました。それでは昨年もお聞きしたんですけれども、松島町

の女性参画の状況についてお聞きしたいと思います。内閣府の男女共同参画局の資料によれ

ば、非常に松島町の参画状況については低いような形だと私は思っているんですけれども、

実際にここに掲げてある昨年から比較した形でのデータがあればお示ししていただきたいと

思うんですが。 

○議長（色川晴夫君）　千葉総務課長。 

○総務課長（千葉繁雄君）　まず女性参画の状況ということですが、初めに例えば町管理職の状

況で、令和３年度31.3％に対しまして令和４年度の段階で31.9％ということで、0.6％の増と

なっております。ただここに関しましては、女性管理職員の人数そのものには変更ありませ

んけれども、母数の管理職の人数に変更があったための増ということで、女性の管理職とい

うのは15名ということで、令和３年度と変更はございません。 

それから自治会関係につきましてですけれども、区長、副区長、行政員ということで集計

をしますと、女性の方は行政員で２名ということで2.3ポイントになっておりまして、昨年度

からの増減はございません。それから審議会の委員につきましては、令和３年度の19.2％に

対しまして令和４年度が20.7ポイントということで1.5ポイントの増ということで、人数で言

いますと３名の増という状況でございます。それから防災会議の委員につきましては、昨年

度女性の委員はおりませんでしたが、現在女性の委員が１名となっておりまして、女性委員

の割合につきましては5.6ポイントとなっております。 

それから学校長につきましては、令和３年度25％に対しまして令和４年度はゼロ％、いな

いという状況になっております。ただ、自治会ですとか審議会の委員、それから防災会議等

の委員につきましては、任期途中ということもありますので、昨年度と比較するとおおむね

同様の状況となっております。ただ、町職員の管理職につきましては、30％を平成27年以降、

もう30％を超えていまして、これについては県内の自治体でも比較的高いほうに位置してお

りますので、そこはご承知おきいただければと思います。 

　　以上でございます。 
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○議長（色川晴夫君）　櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君）　承知いたしました。先日、総合防災訓練のときに町民グラウンドで模擬

の防災対策会議をグラウンドのテント内で実演していただきました。町民の方も災害があっ

たときは町の各機関の代表者が私たちの安全を守るために会議を持って、的確に指示をして

いるんだなということで、非常に分かりやすくてとてもよかったと思っておりました。その

際にも齊藤課長だと思うんですけれども、女性の方が参加されていたと記憶しております。

ぜひ先ほど町長がおっしゃったように、防災面についても女性の参画という部分で意識的に

広げていただければなと思います。 

松島湾を囲む七ヶ浜、そして利府、松島の中で既に七ヶ浜と利府では男女共同参画プラン

基本計画が策定されております。固定的な性別役割分担意識、性差に関する偏見や社会制度

や慣例、慣行に多く見られます。まだまだ松島では性別や年齢、また障害のあるなしにかか

わらず、全ての男女が互いに尊重し合い、家庭、地域、職場、学校やあらゆる分野で男女共

同参画社会実現する後押しを松島町が推進すべきと考えます。早急に基本計画を制定するべ

きだと考えます。松島町での男女共同基本計画の制定の施策の予定はありますか。 

○議長（色川晴夫君）　千葉総務課長。 

○総務課長（千葉繁雄君）　男女共同参画基本計画の策定についてでございますが、令和４年度

になりましてから準備を進めておりまして、９月にまずそういった男女共同参画に関係する

意識調査を注視をさせていただいて実施してございます。それの結果なども現在集計中では

あるんですけれども、それらも踏まえまして策定のほうに今年度中に着手をして取り組んで

まいりたいと考えております。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君）　承知いたしました。セクハラや性的被害を受けて心に深い傷を抱えてき

た女性が勇気を持ってツイッター上でハッシュタグＭｅＴｏｏと告発する動きが高まり、今

年自衛隊では被害者が自衛官を目指して入隊したのにもかかわらず、セクハラ被害に遭い被

害者が除隊させられ封じられたことが報道されました。女性の社会的尊厳確立に向けた施策

の予定はありますか。伺います。 

○議長（色川晴夫君）　答弁を求めます。千葉総務課長。 

○総務課長（千葉繁雄君）　まず町の各施策を実施するに当たりまして、当然考慮すべき事柄の

１つとなるかと思いますので、まず職員の意識啓発を図りながら、国の第５次男女共同基本

計画で掲げられております各項目の成果目標達成に向けてしっかり取り組んでまいりたいと
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思います。また、今後町で策定を進める計画の中で、そういった点も踏まえた上で計画の施

策の中に反映させていきたいと考えております。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君）　承知いたしました。個人の尊厳を守るのが政治の務めだと思います。暴

力を根絶して発生を防ぐための取組についてお聞きします。長期化するコロナ禍においてＤ

Ｖ被害が非常に多く見られ、我が町でもそういう状況についてはどのような把握をされてい

るのかお聞きしたいと思います。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　ＤＶ被害等についての質問でありますけれども、ちょっと私、今、手持

ち資料を持っていませんけれども、ただ、コロナ禍に入ってもう３年目であります。これま

での２年間でコロナ禍によってこれまでの行動が遮られるようになったと。これまで当たり

前にできていたことができなくなってきていると。特にこれは小、中学生だけじゃないんで

しょうけれども、子供たちについては今まで当たり前にやってきた学校行事や部活動が急に

コロナでできなくなる、学校に行きたくても学校に来るなとなってきていると。ゴールデン

ウィークはどこも出かけないで家にじっとしていろというのが過去にございました。そうい

った今までのことが当たり前のようにできなくなってくると、どこにその自分たちの鬱憤と

いうか行動を発散させたらいいのかという、場所の問題等々もあったんだろうと思いますけ

れども、それがコロナ禍が１年、２年と、そして今、３年目に入ってきて少しずつそのコロ

ナ禍の中でもこのような活動ができるのではないかということで、令和４年は少しは活動が

増えてきたのではないのかなと思っております。ですから人間の行動で抑えられていたもの

がある程度活動ができてくるようになると、そういった方向でそういったいろいろな個人的

な悩みとかそういったものが解消される場合も出てくるだろうし、友達と他愛ないお話合い、

これまでのようなことができてくると、また人は変わってくるんだろうと思います。ですか

ら町内でのＤＶで例えば誰かがどんな被害に遭ったとかって、犯罪になったとかということ

は、今、あまり耳にはしていませんけれども、今後こういったことについても学校は教育長

さんがおられますけれども、教育長さんを含めた学校関係者、それから我々はいろいろな防

犯等でお願いしている組織の方々、それから各種団体、それから行政員さんとか、それから

この間12月１日に改めて民生委員さん、児童委員さんを委嘱させていただきましたけれども、

新しい民生委員さんが８名増えましたけれども、今、37人体制だったと思いますけれども、

そういった方々にもいろいろ注視をしていただきながらやっていきたい、このように思いま
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す。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君）　承知いたしました。実際にそのＤＶ被害とかのあった部分についての相

談とかは把握されているんでしょうか。 

○議長（色川晴夫君）　安土町民福祉課長。 

○町民福祉課長（安土　哲君）　ＤＶ被害等を受けているという世帯等は把握しております。こ

れは他市町村から転入してきた場合も市町間で情報を共有しているところでありますので、

その状況に応じた対応を現在も継続しているという状況でございます。 

　　以上です。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井貞子議員。 

○４番（櫻井貞子君）　承知いたしました。多様な町民の活動へ女性の参画が広がるように期待

して質問を終わります。 

○議長（色川晴夫君）　４番櫻井貞子議員の一般質問が終わりました。 

　　次に、通告の順に従いまして、質問を許します。11番小澤陽子議員、登壇の上質問願います。 

　　　　　〔11番　小澤陽子君　登壇〕 

○11番（小澤陽子君）　11番小澤陽子です。 

　　私が、今、この職業に就かせていただき、町の皆様のおかげで１年がたちました。まさか自

分が政治家になるなんて思いもしませんでした。この貴重な経験に深く感謝しております。

１年間精一杯時間がある限り現場に足を運び、ほかの県やほかの町に足を運び、どうやった

ら解決ができるのか、とにかく解決策を求めてここまで来ました。 

町長にお尋ねします。この国の宝は子供だと私は考えております。この町の子供は町長に

とって宝ですか。教えてください。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　冒頭の子供は宝ですかと聞かれましたけれども、これはこういう立場に

今、私もおりますけれども、町民全てが宝でありまして、全て子供たちだけが宝であって、

じゃあ高齢者は宝じゃないのかと言われるとこれまた困るので、町民一人一人に等しくそう

いう意識を持ってやっております。ただ、これから町を後世代にずっと継続していくために、

そういった意味で、今の私じゃなくて前々の町長の時代から、三、四代前の町長さんあたり

からやっぱり町をつくっていくが上には、子供をきちっと育てていかないと地域はどんどん

どんどん停滞していくよと。ですから子供をやっぱりきちっと育て上げる、そういった意味
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で子供は宝だとお話を申し上げた首長さんもおられましたけれども、意識的にはみんなそう

いう境遇は同じようにみんな持ってやっているんだろうと思っております。 

○議長（色川晴夫君）　小澤陽子議員。 

○11番（小澤陽子君）　ご回答ありがとうございました。私はこの町に生まれ、この町で育ちま

した。そしてこの町で結婚をし、この町で嫁ぎました。20年間この町で育ち、この町で子育

てをするに当たって、行政の方にもとてもお世話になりました。子供を育てるに当たって一

番大切なことは、町長にとって何だと思いますか。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　子供を育てる上で一番大切なのは何かと言われれば愛情じゃないかなと

思っています。 

○議長（色川晴夫君）　小澤陽子議員。 

○11番（小澤陽子君）　ご回答ありがとうございます。私も愛情だと思います。ですので今回私

が今、この壇上に来るに当たって、愛という言葉を宣言してここにまいりました。愛を深め

ること、感謝を深めること、私は自分のことで申し訳ございませんが、自分の子供を育てる

ときは食生活に気をつけて育ててまいりました。 

　　それではやっと質問に移らせていただきます。子供の食の安全と環境への配慮についてお尋

ねさせてください。松島町の子供たちは、町から提供された給食やおやつを食べていますが、

現在、食の安全についてどのような考えで提供しているのかお尋ねいたします。 

　　１、松島町の子供たちに提供している給食やおやつの食の安全について、どのような考えで、

どのような物をどこから仕入れ、提供しているのか教えてください。 

○議長（色川晴夫君）　答弁、櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　議員の子供たちの学校給食等々に関する質問については、担当でありま

す教育委員会より答弁させます。 

○議長（色川晴夫君）　千葉教育課長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君）　学校給食及び保育所の給食についてでございますが、子

供たちの健康な成長に必要な栄養バランスに配慮し、献立を栄養士が作成しております。特

に地場産品等を積極的に活用しながら仕入れを行っている現状であります。仕入先なんです

が、ちょっと個人の業者名はあれなんですが、学校給食が町外業者８社、町内業者が７社で

す。保育所のほうが町外業者２社、町内業者10社となっているのが現状であります。 

　　以上でございます。 
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○議長（色川晴夫君）　小澤陽子議員。 

○11番（小澤陽子君）　ありがとうございます。ほかにも町で子供たちに食を提供している課が

あるかと思うんですけれども、そちらの回答はいただけますか。 

○議長（色川晴夫君）　安土町民福祉課長。 

○町民福祉課長（安土　哲君）　今、千葉課長がちょっと答弁させていただいたとおり、保育所

のほうも同様な考えに基づいて提供させていただきまして、食材についての仕入先は繰り返

しになりますが町外業者２社、町内業者10社と……。 

○11番（小澤陽子君）　すみません、放課後児童……。 

○議長（色川晴夫君）　ちょっと待ってください。（「ごめんなさい、すみません」の声あり）

答弁していますからね。 

○町民福祉課長（安土　哲君）　10社となっております。 

　　以上です。 

○議長（色川晴夫君）　小澤陽子議員。 

○11番（小澤陽子君）　放課後のお子さんへの食の提供のほうも今のに含まれている形ですか。 

○議長（色川晴夫君）　安土町民福祉課長。 

○町民福祉課長（安土　哲君）　基本的には同様な考えで提供させていただいているところであ

ります。 

以上です。 

○議長（色川晴夫君）　小澤陽子議員。 

○11番（小澤陽子君）　ありがとうございます。それでは２番の質問に移らせていただきます。 

食材の減農薬、有機栽培等、子供たちの体に負担をかけない安全の配慮がありますでしょ

うか、教えてください。 

○議長（色川晴夫君）　千葉教育次長兼教育課長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君）　給食のほうなんですが、給食のお米は令和２年11月の新

米から県内全市町村で環境保全米ひとめぼれ一等米を提供しております。松島町ではそれ以

前から環境保全米の提供は行っていましたが、１年通じて安定的に供給できるようになった

のはこの頃からでございます。それで議員もご承知かと思うんですが、環境保全米とは肥料

とか農薬とかの使用料を節減して育てた米で、環境等への負担を軽減し、安心して食べてい

ただくことができるものを考えております。また、ほかの野菜等につきましても、県が検査

を定期的に実施しておりまして、安全な食品が市場に流通しているものと認識しておるとこ
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ろでございます。 

以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　小澤陽子議員。 

○11番（小澤陽子君）　ご回答ありがとうございます。私は3.11のときに放射能が牛乳に数ベク

レル入っているという情報をキャッチいたしまして、一度先輩方にお願いをしたことがあり

ます。その後、県の指針や国の指針も大切かと思われます、確かに。なんですけれども、自

分の子供への愛情が深かったので、すごく調べて勉強して、国や県の指針、法律ではなく、

もっと厳しくやっている某配達だけのコープさんの基準やほかの医師の方々がおっしゃって

いる基準で自分の子供を育ててまいりました。給食の牛乳は止めさせていただくことができ

て、アレルギーではなかったんですけれども、一応止めさせていただいたので、その期間中

は飲むことはなかったんですね。それでこの町ももちろん国の指針、県の指針、法律ござい

ます。しかしそれに育てて、その国の指針、県の指針にのっとって、今、私たちは本当に健

康ですか。どのくらいの方が病院にかかっていますか。どのくらいの方がお薬を飲み続けて

いますか。こういう社会を私は子供に残したくなくて、今、この壇上、まさか自分が政治家

になるなんて思っていませんでした。ここまで来ました。皆さんの身の回りの方で若くして

がんになっている方、病院の通院が永遠に終わらない方、お薬を飲み続けている方、ひきこ

もりになった方、お子様を産むことができない方、生まれても障害を持って生まれるお子さ

んの数、皆さん、本当に情報を自分から取りに行っていますでしょうか。そうしたときに、

この町の農薬の基準、どうしますかということを私は今日、お伝えに来ました。 

令和４年４月に学校給食地場産物使用促進事業というのが、すみません、言葉が足りなか

ったんですけれども、私だけ知っていても、今、この議場だけでは話が子供の命を守るため

にはスピードも必要です。ですので、私は今、ここにある資料は全て共有させて、事前にお

配りさせていただいております。その上で今、お話しさせていただきます。その給食、令和

４年に成立した給食地場産物使用促進事業というものが国から提出されました。環境と調和

の取れた食料システムの確立のための環境負荷提言事業活動の促進等に関する法律です。こ

の法律に関して町の考えを教えてください。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　今、令和４年度のこの地場産品に関する法律で町はどう考えますかとい

うのであれば、事前にきちっとここに通告書に書いていただかないと、今、ここで言われて

も我々は（「かしこまりました」の声あり）プロの政治家ではございませんので、私の場合
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は特に。ぱぱぱっと答えることはできません。ですから事前にそういった内容であれば通告

をお願いしたいと思います。（「かしこまりました。であれば次回からは事前に全て通告さ

せていただきます」の声あり） 

○議長（色川晴夫君）　小澤陽子議員、どうぞ。 

○11番（小澤陽子君）　４番の質問に移らせていただきます。３番ですね、ごめんなさい。飛ば

しました。３番の質問に移らせていただきます。先ほど環境保全米を使用しているというこ

とですが、そうでないということが大変よく分かりました。さらにその上でもう少し加速す

るというか、子供たちに愛を深めていただくために何か取組をしようというお考えはありま

すでしょうか。３番ですね。 

○議長（色川晴夫君）　答弁、内海教育長。 

○教育長（内海俊行君）　全体的に関わることなので、私のほうから答弁させていただきますけ

れども、子供たちの成長にやっぱり必要なのは栄養バランス、これからいろいろなところの

体が作られていきますので、しかもそれが安全で安心であることが必須の条件になってきま

す。まして公の学校が子供たちに給食を出すということは、極めて高いレベルの基準からハ

ードルを設けて提供していると私自身も認識しているし、センターもそのような対応で作っ

ていただいています。ただ、無農薬ということでお話があったと思うんですけれども、無農

薬でやる場合には病虫害の被害がやはり増えてきまして、地場産品ということと兼ね合うと

安定供給がなかなか難しくなるというのはご理解いただきたいと思います。その中で可能な

限り農薬の使用を抑え、先ほど言った子供たちの栄養のバランスを考え、安全安心になるよ

うに努力しているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　小澤陽子議員。 

○11番（小澤陽子君）　子供たちのために本当に考えていただき、心より感謝申し上げます。 

それでは４番の質問に移らせていただきます。みやぎの有機農業推進計画は、令和３年よ

り10年間の計画で化学的に合成された農薬を使用しない、遺伝子組換え技術を使用しないこ

とを基本とし、環境への負荷低減を目的とした農業であります。今後、松島町ではこの有機

農業に対してどのような対応をしていくのか、既に実施、対応している事業があれば教えて

ください。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　有機農業についてでございますけれども、有機農業の推進に関する法律
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において、化学的に合成された肥料や農薬を使用しないこと、並びに遺伝子組換え技術を利

用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷のできる限り低減した農業生

産の方法を用いて行われる農業と定めておられます。詳細については担当課長から答弁させ

ます。 

○議長（色川晴夫君）　太田産業観光課長。 

○産業観光課長（太田　雄君）　お答えをいたします。 

有機農業は病害虫による品質や収量の低下が起こりやすいこと、多くの場合は生産コスト

の大幅な増加が伴うことなど、様々な課題があります。特に化学肥料や農薬を全く使用しな

い農産物を生産することは技術の難易度が非常に高く、本町で採用する農家はほとんどない

状況でございます。こうした中で、本町では環境に優しい農業として、化学肥料や農薬の使

用を節減する栽培方法の普及に努めております。一般的な栽培基準よりも化学肥料や農薬の

使用を県慣行の２分の１以下に節減した環境保全米に取り組んでおります。今後も議員先ほ

どお話しありましたみやぎの有機農業推進計画などに基づきまして、県、ＪＡなど関係機関

と連携し、安全安心な農産物の生産を進めてまいりたいと考えております。 

以上です。 

○議長（色川晴夫君）　小澤陽子議員。 

○11番（小澤陽子君）　原稿どおりに進みます。また、土壌改良など改修の費用がかかると思わ

れますが、農家の方々が利用できる補助金がありますか。既に利用しているのか現状を教え

てください。 

○議長（色川晴夫君）　太田産業観光課長。 

○産業観光課長（太田　雄君）　お答えをいたします。 

土壌改良などへの改修費用に対する直接的な補助はございませんが、今年度宮城県では有

機農業などの取組に対しまして、生産資材費と農業機械導入費への支援を行っております。

なお、これは農家の方が直接宮城県のほうに申請するスタイルを取っておりますので、ちょ

っと数的なもの、松島ではどのぐらいいるかというのはちょっと把握し切れておりません。 

以上です。 

○議長（色川晴夫君）　小澤陽子議員。 

○11番（小澤陽子君）　ご回答ありがとうございました。宮城県が推進する農薬を２分の１にす

る、今、活動をなさっているというお話だったんですけれども、もう少し具体的に教えてい

ただけますか。 
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○議長（色川晴夫君）　太田産業観光課長。 

○産業観光課長（太田　雄君）　特に環境保全米の件なんですけれども、先ほどもお話し申し上

げましたけれども、農薬や化学肥料の量を２分の１以下に抑えるというようなことで、特別

栽培というような方法で慣行栽培の半分以下、通常は17成分あると言われておりますが、こ

れが８成分以下、あと化学肥料については10アール当たり3.5キロ以下というように定められ

て栽培しております。 

以上です。 

○議長（色川晴夫君）　小澤陽子議員。 

○11番（小澤陽子君）　ご回答ありがとうございます。そちらのほうの何か県からの農産物に貼

るステッカーというものはございますか。 

○議長（色川晴夫君）　太田産業観光課長。 

○産業観光課長（太田　雄君）　私、今、手元に持っているんですけれども、宮城の環境に優し

い農産物認証表示制度というようなことで、特別栽培農産物というようなことで、色的には

青と黄色とオレンジと赤色で色塗りされたこういった表示があります。 

以上です。 

○議長（色川晴夫君）　小澤陽子議員。 

○11番（小澤陽子君）　町ではその表示を使っている方がどのくらいいらっしゃいますか。 

○議長（色川晴夫君）　太田産業観光課長。 

○産業観光課長（太田　雄君）　特に農薬の節減、それから化学肥料の不使用という形で県慣行

の２分の１以下というような形で数件ちょっと、数が把握、数字をちょっと持っていないん

ですけれども、そういった形でやられている農家はあります。 

以上です。 

○議長（色川晴夫君）　小澤陽子議員。 

○11番（小澤陽子君）　ありがとうございます。これからそのような農業指導をＪＡさんと一緒

に広げるという計画とかはございますか。 

○議長（色川晴夫君）　太田産業観光課長。 

○産業観光課長（太田　雄君）　先ほども答弁いたしましたけれども、みやぎの有機農業推進計

画の中でも県やＪＡ等、あとそれから関係団体と連携を深めてその安全安心な農産物の生産

を進めるという表記もありますので、これにのっとりまして町も安全安心な農産物の生産に

取り組んでまいりたいと考えております。 



１９

以上です。 

○議長（色川晴夫君）　小澤陽子議員。 

○11番（小澤陽子君）　ありがとうございます。先ほどその健康の面でもお話ししたとおり、国

の指針、県の指針もすごく大事です。子供たちの命を守る農作物を作るために、虫がつかな

いとか、確かに農薬を使わないと畑で成長する時間も２倍、３倍かかります。手間もかかり

ます。ただ、これからエネルギーがもっとますます高騰し、それから肥料の値段も高騰し、

私たちの町からの支援金だけでは農家の方々も本当に大変になっていくと思います。現在、

民間や私の周りにいる団体の方たちは、自分たちで有機農業を確立し、今までは本当に収量

も少なく、それからさっき言った問題点ですね、先ほどの問題点を全て解決し、クリアし外

国にもその技術は行っております。世界140か国で取り入れられている技術もございます。こ

の日本だけは取り入れられていないのかな、ちょっと私には詳しいことは分かりませんけれ

ども、そのような技術を子供たちの食のために町にぜひ取り入れていただき、民間の方やボ

ランティアの方と協力していただき、子供の食の安全を真剣に、それからスピードを持って

解決していただけたらと思い、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（色川晴夫君）　１問目は終わったと認識します。ここで一般質問継続中なんですけれど

も、１時間経過しましたので休憩に入りたいと思います。再開は11時15分にします。 

　　　　　午前１１時　１分　　休　憩 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　午前１１時１５分　　再　開 

○議長（色川晴夫君）　再開いたします。 

　　11番、小澤陽子議員。 

○11番（小澤陽子君）　11番小澤陽子です。この町の危機管理能力について、私はとても不安が

あります。これからサイバー攻撃や戦争やら大きな問題が世界中で起きております。私たち

議員もタブレットを導入したりますますインターネットなどを使うことが増えて、いろいろ

な危機管理に対応していかなければならないと思います。そのときにやはりどのような方が

犠牲になるのか、やはり弱い方が犠牲になることが多いと思います。ちょっと今回は焦点を

絞らせていただいて、通告した内容、高城川の防潮堤の整備について質問させていただきま

す。 

　　私は議員になる前に、実は議会だよりを読んだことがありませんでした。申し訳ございませ

ん。ただ、私が今、この議場に立つことによって、今まで議会だよりを手にしてこなかった
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若いお母様方や若いお父様も議会だよりを開いてくれるようになりました。すごく嬉しかっ

たです。それでこれから私が質問していく内容は、どなたでもご存じであったり一般常識で

あったり、過去にもう先輩議員さんが質問済みの内容であったりします。ただ、この町の皆

さんはとても興味を持っている内容ですので、ちょっと先輩議員さんは退屈かと思うんです

けれども、お時間をください。それでは始めます。 

　　先の大震災により、被害を受けた高城川河川の改修が行われ、一部は今現在も継続しており

ます。防潮堤も見た目では八百東商店さんの裏までは整備されてきていると思われますが、

震災復興関係で防潮堤の工事が終了したのか、それともまだ終了しておらず今後の計画があ

るのかどうか、また終了していないとすればなぜできないのかをお伺いいたします。 

　　１番の質問に入ります。高城川の排水機場は１時間当たり何ミリまで処理は可能なのかお伺

いいたします。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　ただいまの議員の質問につきましては、水道事業所より答弁させます。

○議長（色川晴夫君）　赤間水道事業所長。 

○水道事業所長（赤間隆之君）　それではお答えいたします。 

　　高城川へ排水しております雨水ポンプ場につきましては、現在６か所ございます。この各ポ

ンプ場の排水能力につきましては、町が作成しております雨水計画に基づきまして、１時間

当たり47.5ミリ、こちらの雨に対応できるよう整備している状況でございます。 

以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　答弁終わりました。小澤陽子議員。 

○11番（小澤陽子君）　ご回答ありがとうございます。２番の質問に移ります。今後、処理能力

を超えることがあるとすれば、どのような対応が必要かお伺いいたします。 

○議長（色川晴夫君）　答弁、赤間水道事業所長。 

○水道事業所長（赤間隆之君）　雨水ポンプ場の整備につきましては、東日本大震災後に復興交

付金事業等によりましてポンプの増強を行い、完了している状況でございます。施設の能力

を超える雨に対しますさらなる施設の増強につきましては、河川への影響が大きいため、宮

城県では高城川への放流規制を定めていることから、現状では難しく厳しい状況ということ

になっております。また、施設の能力を超えます大雨が降った場合ですが、甚大な被害が想

定されますので、そのような場合には早めの避難行動を取るようなことが大切であると考え

ております。 
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以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　小澤陽子議員。 

○11番（小澤陽子君）　ご回答ありがとうございます。早めの避難に対応できるようこれからも

指示のほうよろしくお願いいたします。 

次に３番の質問に移ります。新たに水門がついたようでありますが、町民の皆さんはどの

ように稼働するのかがよく分からないようでありますので、お伺いいたします。 

○議長（色川晴夫君）　千葉総務課長。 

○総務課長（千葉繁雄君）　高城川に整備された水門、新川の水門としてあの水門については宮

城県が整備をしたものですけれども、管理や操作につきましては松島町が宮城県から委託を

受けておりまして、消防団が開閉作業を行っています。毎月１回動作点検をし、宮城県に一

応報告しているという状況です。稼働方法につきましては、電動式になっておりましてスイ

ッチを押すだけで開閉できる仕組みになっています。また、停電時に備え自家発電装置も備

え、さらに手動でも開閉作業を行うことができるようになっています。水門は津波の注意報

や警報、高潮警報が発表された場合に閉鎖することになります。ただし同時に大雨警報や洪

水警報が発表され、水門を操作することにより内水被害が発生することが想定される場合な

どは閉鎖しないこともあります。宮城県では実際の災害を想定した操作訓練を年に１回実施

しており、関係機関との連携を深めている状況にあります。 

以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　小澤陽子議員。 

○11番（小澤陽子君）　ご説明ありがとうございます。ちょっと今の質問で、私の聞き取り能力

が低くて分からなかったんですけれども、水の流れというかその高城川と田中川、どのよう

になったときというか、もうちょっと詳しくというか分かりやすくご説明ってありますか。 

○議長（色川晴夫君）　千葉総務課長。 

○総務課長（千葉繁雄君）　高城川の水位が高くなれば当然閉めなくてはいけないんですけれど

も、逆、基本的には津波を想定してつけているものですので、それが例えば水量が上がって

いて新川の水位が高いときに閉めてしまうと、水が今度はけなくなるのでそういうときには

当然閉めませんよということの説明をさっきさせていただきました。大丈夫でしょうか。 

○議長（色川晴夫君）　小澤陽子議員。 

○11番（小澤陽子君）　分かりました、ありがとうございます。 

　　それでは４番の質問に移ります。今後の計画があれば全て教えてください。 
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○議長（色川晴夫君）　答弁、赤間建設課長。 

○建設課長（赤間春夫君）　高城川につきましては、宮城県管理の河川でありまして、護岸改修

工事、整備工事につきましては、宮城県で工事を実施しているものであります。高城川護岸

の整備状況でございますけれども、東日本大震災の復旧復興による高城川護岸の整備につき

ましては、高城川河口部から松島浄化センター前の高城大橋がありますけれども、そちらま

での区間1,870メートルを整備するものであります。整備につきましては、町で今、松島大橋

の災害復旧工事をやっておりますけれども、そちらの関係で護岸工事がありますが、その区

間を除きまして全て完了済みとなっております。また、その上流部の高城大橋から田中川の

合流部までの320メートル区間につきましては、宮城県の宮城県土木建築行政推進計画という

ものがありますが、そちらのほうに明確に位置付けされておりませんので、実施時期につい

てはまだ未定であります。 

以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　小澤陽子議員。 

○11番（小澤陽子君）　ご回答ありがとうございます。危機管理というのをどこまで深めるかと

いう問題にはなるかと思うんですけれども、今、町長が頑張って県や国に言ってくださり、

田中川の掘削をしていただいたり、なかなか私もこの仕事に就くまでは県や国がそういうこ

とをしてくださっているということを知りませんでした。県や国の考え方も素晴らしいんで

すけれども、私たち一人一人も危機管理能力に興味を持って優良な情報を自分から取りに行

き、何か災害やほかにもあったときは行動しなければいけないなと１年間勉強させていただ

き、深く思いました。 

先日、多賀城にあるまきあーとテラスさん、多賀城じゃないですね、石巻市にあるマルホ

ンまきあーとテラスさんの中にある歴史資料館ではないんですけれども、石巻の歴史が書い

てあるところをちょっと見学させていただいたんですけれども、縄文海進という単語を私は

初めて見ました。地球46億年の歴史の中でいろいろやはり生物が減ったり増えたりしている

中で、縄文時代から海の海面が上がったり下がったりしているんですね。弥生時代に縄文海

退というのがあって、そういう意味で物事を見たときに、もちろん私たちの生活で温暖化に

なっているという考え方もあるんですけれども、この地球の長い歴史のスパンで見たときに、

海面が上がったり下がったりしているその頻度もありまして、どの説が正しいかは分かりま

せん。ただ、石巻の歴史資料館にはそのような情報も入っておりました。我が町はもちろん

国の考え、県の考えも素晴らしいし大事です。お金を引っ張ってくるには大切です。ただ、
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本当にこの町の皆様、町民の皆様、それから子供の命、健康を守る上で、きちんと世界的な

情報をキャッチしていただき、ぜひ町に取り入れていただきたいということで、私の今日の

質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（色川晴夫君）　11番小澤陽子議員の一般質問が終わりました。 

　　次に、通告の順に従いまして、質問を許します。３番櫻井　靖議員、登壇の上質問願います。 

　　　　　〔３番　櫻井　靖君　登壇〕 

○３番（櫻井　靖君）　３番、櫻井　靖でございます。 

　　本日は３問用意させていただいております。恐らく30分では終わらないと思いますので、午

後にかかると思いますので、議長、そのときは止めていただきまして午後に回していただけ

ればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

　　それでは第１問目のほうから質問させていただきたいと思います。こども園周辺の安全対策

はということで質問させていただきます。来春、町内初の認定こども園がオープンいたしま

す。立派な施設ができ、子供たちの笑顔や歓声があふれる園になるものと大いに期待してお

ります。しかし、近年ニュースを見ていると思いもよらない災害や事故で幼い子供たちが犠

牲になるケースが多いように感じられます。期待が大きいだけに取り越し苦労かもしれませ

んが、そういった災害、事故が起こる可能性をできるだけ排除してオープンしていただきた

いと願っております。そこでこども園周辺の安全対策について町の考えを伺います。オープ

ンは決まっているものの、現在までの準備はどのようになっているのか、多くの方が心配し

ているところだと思っております。こども園のオープンに当たり、建物等の進捗率、職員の

確保、子供たち入園予定の状況など、町で把握している状況についてどうなっているか伺い

ます。 

○議長（色川晴夫君）　答弁、櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　認定こども園の整備事業につきましては、これまでの議会の中でもお示

ししている中でご説明申し上げたとおり、着々とその内容で進んでいるということでありま

す。それからあと町の広報を使ったり、それから時期が時期的なこともございますので、子

供たちの募集もかけているところでございますので、そういうご家庭の皆様方には通知も差

し上げているということでございますので、そう議員さんが心配されているほど町民の間で

不安になられている方はいらっしゃらないものと私は思っておりますけれども、現在の進捗

状況等については担当課長から答弁させます。 

○議長（色川晴夫君）　佐々木企画調整課長。 
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○企画調整課長（佐々木敏正君）　まず初めに建設工事の進捗状況についてお話ししたいと思い

ます。11月末現在で約80％の進捗となってございます。建物の建て方、屋根、外壁などは完

了しておりまして、現在、内装の仕上げや外構工事のほうに着手しているところでございま

す。保育業務に関します職員についてはこちらの確保状況でございますが、採用に係る面接

が終了しておりまして、必要な職員数確保できているというところで報告を受けております。

また、子供たちの入園状況、募集に対する応募状況でございますが、定員が120名、これまで

ご説明している定員が120名でございますが、そちらを満たす入園申込みがあったということ

で報告を受けているところでございます。 

以上です。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　ありがとうございます。職員の内訳といいますか、どういう構成になる

かというのがちょっと心配なところでございます。正職、臨時職員等どういう感じで採用さ

れるのか、また年齢構成など、それから町から出向が行われることになるのかどうか、そこ

ら辺も分かりましたら教えていただければと思います。 

○議長（色川晴夫君）　佐々木企画調整課長。 

○企画調整課長（佐々木敏正君）　こちらのまず職員の年齢構成でございますが、正式にはまだ

採用全てが確定しておりません。11月末にも面接を行っているところでございますので、全

員が全員まだ確定はしておりませんが、年層別で申し上げますと20代が数名おられます。ま

た30代、主に30代、40代の方が多いというところでお話を伺ってございます。あとは正規雇

用、当然あと任用雇用、パートさん、あと町からの職員の派遣についても現在社協と協議を

行っておりまして、職員の派遣についてもおおむね人数は確定しているというところでござ

います。 

以上です。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　ありがとうございます。それでこのオープンとなりまして町全体として

保育士とか幼稚園教諭の人数、人材不足というかそれは解消されるという形になるのでしょ

うか。町全体としての考えとしてはどうなるのかお願いいたします。 

○議長（色川晴夫君）　安土町民福祉課長。 

○町民福祉課長（安土　哲君）　保育士の部分についてのみ回答させていただきます。もちろん

再編成に伴いまして高城保育所１か所となりますので、今、磯崎保育所、松島保育所、高城
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保育所分園にいる保育士の先生方が１か所に集まりまして、今までと比較するとほぼ町の職

員でシフトが組める状況にはなりますが、ただ土曜日等のお休みの兼ね合いもありますので、

そこで会計年度任用職員さんを数名採用していく状況にはなるのかなと思います。ただし今

までの比率から言うと正職員のほうが多いというような職員構成で臨む形になると思われま

す。 

以上です。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　ありがとうございます。これは本当にすごい課題でもあったと思います

ので、少しでもちょっと改善されたということで安心しております。ただ一時的なことでは

あってはいけないと思いますので、それを継続していただきます努力をぜひしていただけれ

ばなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それから子供たちのほうですね、子供たち120名ということではございますが、待機児童と

かそういう問題というのはこれによって出ないようになるのかどうか、そこら辺を含めてご

回答願えればと思います。 

○議長（色川晴夫君）　安土町民福祉課長。 

○町民福祉課長（安土　哲君）　待機児童はこの状況ではないという想定で進められていますの

で、新年度は待機児童なしでいけるのかなと考えております。 

以上です。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　今回の次の議案のところでも出ますけれども、これによって幼稚園、保

育所が廃止になるという部分があると思います。それで行き先のない子供たちが出ないのか

なというのがちょっと心配するところでもあるんですね。やはり海岸保育所等が閉鎖される

ということで、そういうところに今まで通っていたのに通えなくなるということがゼロでは

ないのかなという心配を持っていますので、そこら辺の状況について分かりましたらお願い

いたします。 

○議長（色川晴夫君）　佐々木企画調整課長。 

○企画調整課長（佐々木敏正君）　町の施設、あとはこども園全てのお話だと思いますので私の

ほうでご回答申し上げます。まずこども園、先ほど120名定員を満たすということで、こちら

のほう後日12月ぐらいを目安に入園の通知を保護者の方に出す予定となっているところでご

ざいます。その他今回統合されます松島保育所、磯崎保育所、高城の第二分園、さらには第
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二幼稚園に在籍し、次年度も保育業務、幼稚園業務を受けようとされるお子様は全て第一幼

稚園、こども園、高城保育所のほうで受入れが可能という状況でございます。 

以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　それをお聞きして安心いたしました。ぜひ子供たち、そういう部分で大

切な希望でございますので、そちらのほうを安心して保育していただければと思いますので

よろしくお願いいたします。 

次の質問に移らせていただきます。 

万が一災害、事故があった場合、運動公園が避難場所になると思われますが、その場合の

避難道路の整備はどうなっているのでしょうか。また、大きな道路に出ることなく安全に運

動公園に出るための移動路としても必要性を感じていますがどうでしょうか。お答えくださ

い。 

○議長（色川晴夫君）　答弁、佐々木企画調整課長。 

○企画調整課長（佐々木敏正君）　質問にお答えします。 

災害や事故等があった場合におけます避難行動につきましては、事業主でございます松島

町社会福祉協議会様におきまして作成されております危機対応マニュアルに基づきまして避

難行動が取られます。こちらのマニュアルでは、地震、津波、火災等それぞれの事象別によ

りまして行動が定められております。避難施設につきましては、松島町運動公園が想定され

ているところでございます。災害時における避難行動につきましては、社会福祉協議会、さ

らに園長の判断によりまして施設内において安全確保の行動を取りつつ避難指示や勧告等が

発令された場合、現在整備が完了しております根廻磯崎線などの歩道を利用し、避難施設へ

避難するものと想定されております。 

以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　私たち議会でちょっと計画のときに説明があったかと思うんですけれど

も、直接運動公園のほうに抜ける道路というのが造られるということを聞いていたと記憶し

ております。この道路ができれば運動公園もかなり近くなり、安全なお散歩コースという形

にもなるのではないかなと喜んでいたんですが、この道路は造られないということなのでし

ょうか。 

○議長（色川晴夫君）　佐々木企画調整課長。 
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○企画調整課長（佐々木敏正君）　こちらにつきましても現在、事業者でございます社会福祉協

議会と町において構想として検討はしているところでございます。しかしながらこども園と

運動公園の間には町有地もございますが民有地もあることから、さらに高低差もありまして

安全に移動できるルートを現在検討しているところでございます。さらに特別名勝や都市計

画法などの県協議も必要になってまいりますので、そちらのほうは継続して検討、協議のほ

うを進めているところでございます。 

以上です。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　私ね、やはりこの道路というのがすごく必要だと思うんです。一方向だ

けの逃げ場所というものですと、やはりそちらのほうで何かあった場合どうなるのかなとい

う心配があるんですね。やはりそちらの正門側、根廻磯崎線のほうから何かあった場合どう

するのかなと。不審者がそちらのほうから数人で現れた場合、そしてそちらのほうで火災が

あった場合、そういう部分も想定しますとやはり逃げ場所がなくなるのではないか、複数そ

ういう避難路というのは確保しておかなければいけないものではないのかなという考えを持

っていますが、そこら辺の抜け道に対する考えについてお聞かせ願えればと思います。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　まず議員の質問の中で、やっぱり整理していてほしいのは避難道なのか

遊歩道なのか、先ほど来から避難道路、避難道路と言われていますので、何か災害が発生し

たときの避難かと思うんですが、まずあそこで私が考えるにはですよ。まず津波は心配ない

ところだと思うんですね。河川の災害もない。あそこまでの河川の災害があったら大変だと

思うんです。ですからそういう水的な災害的なものについては心配ないところであって、そ

れから地震についてもかなりの地山なので松島町内とすればあそこは地震があってもそうい

う地盤的なものについては、特に今回地山に建築されていますので、相当数のものがあそこ

でそういう災害については大丈夫なのかなとは思っております。ですから今、もしあそこが

そういう災害が発生するとすれば火災とかそういったのはあるかもしれませんけれども、ま

ずその有事のときにはやっぱり子供たちはどういうふうに園長先生をはじめスタッフが誘導

して小さいお子さんを誘導できるかということをまず考えなくてはならない。 

それからもう１つは人的災害という言葉、これは当たるかどうか分からないけれども、よ

そから来た人があそこの中で子供たちに危害を加える、そういう災害も考えられますけれど

も、そういった面についてはあそこの通行門のところの防犯灯なり防犯カメラなり、様々な
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ことを駆使しながら今後やっていかなくてはならないんだろうと思っております。ただ、何

かそういうこと以外にあそこの施設からせっかく運動公園がありますので、子供たちがまず

１歳、２歳は無理かもしれませんけれども、３歳、４歳、５歳になっていった子供たちに関

しては遠足がてら林の中を歩いて運動公園のほうに降りていって遊んでくるというか、そう

いう時間もつくれるような、まずはそういうところからいかないとうまくいかないのではな

いのかなと、私は感じています。 

正式な道路というふうにしてしまうと、いろいろクリアしなくてはならない法的なものが

多々ございますので、分かりました、じゃあ明日からばっと何メートル道路を造りますとい

うことは近々にはできないようになっている場所なんですね。ですからそういうふうに最終

的にそういう形に持っていくにしても、当面はまずは低木等を伐採をして仮整備をした中を

子供たちが散策をしながら遊歩道的なもので運動公園のほうにテニスコートなりのほうに降

りていくという感覚でいかないとうまくいかないのかなと思っております。これについては

認定こども園を運営していただく社会福祉協議会とこれから内容等については中身を十二分

に話し合って進めていきたいと、このように思います。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　先ほど災害についてはそれほど心配ないのではないのかということは言

われましたけれども、やはり火災ですね、一番私が心配なのはそちらのほうに何か火の手が

上がったという場合です。やはりそちらだけでは逃げ場所というのが限定されてしまって、

やはりいけないのではないのかなと。やはり抜け道というものは必要ではないのかなという

部分がすごく強く思っております。ですからできればちゃんとした道路ということではない

にせよ、ぜひそういうものを早急に考えていたほうがいいのではないのかなと私は思います。

やはりそれは安全対策ですので、いつ何がどういうふうに起こるか分からない、新しい施設

だから起こらないということはありませんし、何か間違いがあるということはあり得ること

だと思いますので、ぜひ１つの方向ではなく複数逃げられる場所というものを考えてほしい

ということでございますので、こちらのほうぜひ検討を願いたいと思っております。そして

先ほど遊歩道という形でありましたけれども、やはりそういうものにつきましても造ってい

ければいいのかなと思っています。そしてやはり根廻磯崎線、結構車も頻繁でございます。

結構スピードを出している車というのも見かけるということでございます。近年、やはり児

童、生徒に車が突っ込んだというニュースが流れているわけです。その集団に車が突っ込む

おそれがある場所をやはりお散歩コースという形ではちょっとまずいのではないのかなとい
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う思いがあります。やはり直接そういう道路があればそれも利用できるのかなと思いますの

で、なおさらそういう道路の必要性を考えていただければと思います。できるだけ早くそう

いう道路ができれば、心配が少しでも薄くなるということを私は考えますが、そういうもの

を早め早めに検討をしていくということはできないものでしょうか。どうでしょうか。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　議員が今、最初に指摘された林野火災が心配だというお話もございます。

あそこで林野火災が起きないとは私は一切言えませんので、そういうこともあり得るとは思

っております。ただ、林野火災の場合は何が一番必要なのかというと、その土地とその土地

の空間が必要だということだと思うんですけれども、これは私の素人的な考えだけではちょ

っとまずいので、所管である松島消防署とかそういったところからのご指導なども、ちょっ

とご助言などもいただきながら、そういった面については考えていきたい。 

それから道路、根廻磯崎線の新しい道路の分についての交通に関しては、これまでいろい

ろな様々な方がご質問されておりますけれども、その答弁されている内容に尽きるわけであ

りますけれども、うちの担当者の各課が１つの課だけではなくて、関係する課があそこに行

って、ここに照明がつくんだ、ここがどうのこうのだというのを再三再四現場でやって、今、

この間総務課長のほうからも防犯灯の話も設置しますということで、もう間もなくこの間入

札が終わったようでありますから、業者も決まったようですので、工事が始まるものと思い

ますけれども、そういったところで着々とは進めております。ですから最終的にこれで全部

全て大丈夫だということはなかなか今の世の中、難しいんですけれども、まずは考えられる

想定されることについてはしっかりと対応していきたい、このように思います。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　次の質問まで回答いただきましてありがとうございます。今の部分に関

しましては、避難道路ということでございますので、そちらの部分での考えでございます。

それでやはり安全な道という、安全であれば何か気持ちもいいじゃないですか。本当にそん

な懸念材料を少しでも払拭して子供たちの笑顔が見たいなと私は思っております。今ね、ワ

ールドカップが盛んに行われていますけれども、そこの人工芝で子供たちが遊ぶ姿、私、本

当に見てみたいなと思っております。もしかしたらその子供たちの中からワールドカップで

活躍する選手が出てくるかもしれないんです。そういう子供たちをやはり事故に遭わせない

ためにも、そういう整備、ぜひ社会福祉協議会ともっともっとお話合いをしていただいて、

安全になるようにぜひ速やかな対策ということを進めていただきたいと願っております。や
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はりそれで計画にもこういう道路を整備するんだということが出ていましたので、そこら辺

強く訴えていきたいと思います。最後にちょっとまた聞いてもおかしな話かもしれませんけ

れども、ぜひ前向きな回答を願いたいんですがどうでしょうか。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　誰もやらないとは言っていませんので、その方向の進め方によっては遊

歩道的なものから進めていかないと、あそこは県の許可から何から全て取らないと勝手に道

路、私が例えばどこかの手配をして業者を手配してやれるようなところではないので、土地

の買収の問題も出てくるだろうし、そういったこともいろいろ踏まえていかないと駄目だと

いうこともあるので、その辺についてはこども園を運営されている社協さんのほうにもお話

は申し上げているということでございますので、ただ当面こういうふうにまず描いた夢とい

うのがございますので、それに一歩でも近づけるが上にはまずは遊歩道的なものからスター

トしたいということでございます。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　分かりました。では遊歩道からという形でありますが、そういう部分で

進めていっていただければなと思いますので、ぜひとも早めにお願いできればなと思います。

ぜひよろしくお願いいたします。 

次の質問に移らせていただきます。歩行通園される方々に対しての安全対策といたしまし

て、園周辺の根廻磯崎線の街路灯の整備、旧道の維持管理等はどうなっているかお願いいた

します。 

○議長（色川晴夫君）　答弁、赤間建設課長。 

○建設課長（赤間春夫君）　初めに根廻磯崎線の街路灯の整備でございます。令和５年４月より

認定こども園が開園するに伴い、人々の往来が多くなることから、夜間の歩行者通行の安全

を図ることと、あと防犯を目的としまして今年度に運動公園からこども園までの運動公園側

の歩道に、先ほどの町長の話にもありましたけれども、防犯灯の設置を予定しております。

また、旧道の維持管理等につきましては、道路パトロール等を行い、適切に管理してまいり

たいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　先ほど町長のほうから言われて、ああよかったなと思っております。そ

ういう防犯灯というのがつくということでございますので、よかったなと思っております。
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ただ、旧道ですね、あそこのところはやはりちょっと危ないのかなと思っております。昨今

のニュースで子供が間違って入り込んで山の奥にどんどん行ってしまったというケースもご

ざいます。やはりそこら辺を維持管理をどうやってしていくかということも含めて、大切な

のかなと思いますので、ぜひとも整備をしっかりとしていただければと思います。やはりど

んな条件で子供たちがそこに紛れ込んでしまうかもしれませんし、そこに連れ込まれるとい

う事態が起こるかもしれません。ぜひともそういうことにならないような対策といったもの

を講じていただければなと思います。できればあそこの入り口を少し明るくしていただける

というか、防犯灯をもしそういう入り口とか何かというところこそあればなおさらいいのか

なと思いますので、そういうことができるようでしたらなおさらしていただければなと思い

ます。着実にそういう計画が進んでいるということは嬉しいことでございますので、ぜひと

も今後もそういう対策、しっかりとやっていただければなと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○議長（色川晴夫君）　答弁はいいですか。赤間建設課長。 

○建設課長（赤間春夫君）　根廻磯崎線の整備に伴いまして、上竹谷高城線とあと動伝白萩線が

根廻磯崎線によって分断される形になりました。こちらは両方とも砂利道なんですが、根廻

磯崎線の道路が主体となったということで、交通量がかなり減ってきております。車が通ら

ないとやはり雑草の生えが早かったりとか、あと砂利道もちょっと悪くなってくるというの

がありますので、歩行者の利用はありますことから、道路のパトロールとか安全対策とかし

っかりしていきたいと思っております。 

　　以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　よろしくお願いいたします。 

じゃあ次の質問のほうに移らせていただきます。コメリ横並びに根廻磯崎線の十字路の安

全対策についてでございます。信号機の設置または四方止まれの表示についてどのようにな

っているのかお聞かせ願いたいなと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（色川晴夫君）　答弁、赤間建設課長。 

○建設課長（赤間春夫君）　信号機の設置につきましては、所管が宮城県警警察本部でありまし

て、警察で設置管理をしております。新設道路を設計する際には、宮城県警察本部と協議を

行いながら信号機の設置予定箇所を決めておりますけれども、以前にも質問がありまして回

答しておりますが、道路完成時に信号機を設置をするという箇所があまりなくて、警察のほ
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うで交通状況を確認しながら信号機を設置していくという状況となっておりますので、その

辺は今後要望していきながら信号機の設置、警察のほうに話をさせていただきたいと思って

おります。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　これというのは警察がそれを確認しないとできないものなんですかね。 

○議長（色川晴夫君）　赤間建設課長。 

○建設課長（赤間春夫君）　要は交通量との関係とかもありますので、交通量が伸びてくる、も

う少し多くなってくると信号機というのが必要だという判断になっておりますが、大きい交

差点、ちょっと大きい交差点でも交通量がないようなところについては警察は信号機はまだ

要らないという判断になっているようでございます。 

　　以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　じゃあ開園してみないと分からないということなんでしょうかね。そう

なってくるとね。 

○議長（色川晴夫君）　赤間建設課長。 

○建設課長（赤間春夫君）　こども園の開園ということではなくて、道路のやはり交通量ですの

で、根廻磯崎線とあとは運動公園前の道路の交通量がどのぐらい伸びてくるのか、またほか

の根廻磯崎線では４か所ほど信号機を要望、設置予定しているんですけれども、国道の交差

点、あとは運動公園前の交差点、あと美映の丘の交差点、県道の交差点とありますが、こち

らのほうの交通量の伸びを見ながら設置していくという考えであります。 

　　以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　こういう施設が１つできれば、かなり交通量は普段とは違ってくるとも

推測されるわけですよね。今でも何かひやりとしたという場面があったということをすごく

聞いています。やはりあそこの十字路、特にそういう部分で事故には遭わなかったけれども、

車が突っ込んできたというのをよく聞きます。嘘かどうかは分かりませんが死亡事故が起き

ないと信号はできないものだという人がいますが、そうであってはならないわけであります。

やはり120名の子供たちがそこに通うとなれば、朝夕同じ時間にその車が集中するわけです。

そういうことをやはり分かっていただきたいなという思いが強いわけですよ。やはりそこの

ところをきちっとお話をしていただいて、ぜひそこに信号機の設置ということを声を大きく
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していただいてお願いしていただきたい。そしてもし我々のほうで何か協力できることがあ

るのならば、ぜひそういうことを、こういうことをやるともっともっと信号機設置しやすく

なるんだけどなという、ちょっとしたお知恵があるならばちょっとお示ししていただければ、

署名活動でも何でもしていくということも可能だと思いますので、ちょっと何かそういうお

知恵があればお聞かせ願えればと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（色川晴夫君）　赤間建設課長。 

○建設課長（赤間春夫君）　信号機の要望につきましては、町のほうでしっかり警察に対しまし

て要望させていただきたいと思っております。その中で必要な部分があればお願いしたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

　　以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　私でできることは何なりとさせていただきますので、ぜひ言っていただ

ければと思います。ぜひお互いに頑張っていければと思いますので、ぜひともよろしくお願

いいたします。子供たちは本当に私たちにとっての希望でございます。再三言いますが、災

害、事故が起こる可能性はできる限りゼロにしていただければと思っております。そしてオ

ープンしていただきたい、そしてまたそういう懸念材料が残っているならば、それが早いう

ちに解決してほしい、払拭してほしいと願っております。しっかりと町と社協、タッグを組

んで子供たちのために安全で安心である園というものをつくっていただければと思います。 

　　以上で１問目の質問は終わらせていただきます。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員の一般質問継続中でございますが、ここで昼食休憩に入り

ます。再開は13時といたします。休憩します。 

　　　　　午後　０時　２分　　休　憩 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　午後　１時００分　　再　開 

○議長（色川晴夫君）　休憩前に引き続き一般質問を継続します。 

３番櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　午前中に引き続きまして質問をさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

２問目の質問でございます。時代に合わせた公共施設の設備の充実をと題しまして質問を

させていただきます。新型コロナの流行により、ここ数年公共施設の利用率は少ない傾向に
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ありました。しかし全国的に新型コロナ以前の生活に戻そうという動きが大きくなり、様々

なイベントや催し物が行われるようになりました。また、隣町では最新型の公共施設が生ま

れ、大変にぎわっていると聞いております。そこで利用率の向上に弾みをつける上からも、

時代に合わせた公共施設の在り方、そしてその設備の充実をどのようにしていくかという考

えを伺いたいと思います。 

第１問です。時代の流れは速いものです。特にここ10年の流れは目を見張るものがありま

す。外見はそれほど変わっていなくても多くのものがデジタル化され、様々なところで活用

されております。イベントを行う上で音響機器等でデジタル機器等の設備がなくて対応に苦

慮する場面もあると聞いております。我が町の対応はどのようにしているのか。アナログ機

器からデジタル機器への更新は考えているのか、お伺いいたします。 

○議長（色川晴夫君）　答弁、櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　議員質問の件については、町とすれば教育委員会所管が一番多いような

気がいたしますので、教育委員会のほうから答弁させます。 

○議長（色川晴夫君）　答弁、千葉教育次長兼教育課長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君）　櫻井議員がおっしゃるとおり、音響設備、舞台照明など

の装置は日々進化しているものと認識しております。文化観光交流館を例にさせていただき

ますと、この施設は演劇や音楽などに特化した設備は有しない一般的な公共施設でございま

す。その時々に合った整備の必要性はあるかとは思いますが、利用団体により要求される機

器や必要とされる機材も異なることから、それぞれに対応する照明や音楽設備機材を全て最

新化するには相当の改修費用も見込まれることから、現時点では難しいものと考えておりま

す。 

　　以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　私、先日あるコンサートの手伝いをさせていただきました。そのコンサ

ートを開催するに当たり、演奏者の方から機材のことを聞かれまして、十数年前にも一応改

修しているので私もそれなりの機材はあるのではないでしょうか、昔はなかったような大き

な機材というものもそろっていましたし、普通の公民館にあるものはそれぐらいの設備はあ

るのではないかという答えをさせていただきました。それがそうではなかったらしくて、や

はり本番１週間前になりまして、あれもないこれもないと大騒ぎになりまして、公演をする

ことが決まっているのにそれで急遽いろいろ相談をいたして、機材をレンタルをしてその場
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をしのいだということがありました。その場合結構やはりその機材のレンタル料というもの

が追加でかかったということでございます。我々としたら音楽をやっている人が普通に使え

るホールなのではないのかなと思っていたんですが、音楽をやる人からすればこのホールで

はできないというホールであるようだということを聞いております。ちょっと話を聞いてみ

ますと、ミキサーという機械が古いということでリバーブというエフェクトがかけられない

ということでございます。コンサートを行うホールでは通常ある機材だということでござい

ます。マイクにしてもいろいろな種類があるらしく、声用、音楽を拾う用、楽器用という形

で使い分けるのだそうです。こういった機材がないことで我が町ではほかの町で通常できて

いることができていないのかなという思いを思っております。特にそういった機材管理を指

定管理者に任せっ放しにしているので、そういった情報が町にはもしかして必要なものが入

ってきていないのではないのかなという思いがあります。こういった機材のことについて、

指定管理者とそういう機材についてのお話合いというのをしているのでしょうか。 

○議長（色川晴夫君）　千葉教育次長兼教育課長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君）　指定管理者とはその辺の話はしていると伺っております。

ただ、先ほども私、言いましたけれども、全てレベルの高いコンサートまでのちょっと配慮

にはなっていないということだと思います。しかしながら今年、自衛隊のコンサートをやり

ました。そのときも多くのお客様に来てもらって喜んでいただいたという経過があります。

去年ですとピアノとドラムのアンサンブルをやったりとか、そういうのは一応今、やってい

るところでございますので、その辺ご理解いただければと思います。 

　　以上です。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　今回、急遽そういう機材を調達していただいて無事できたんですけれど

も、それをやっているオペレーターの方にちょっとお話を聞いたんですけれども、時代とい

うのは本当に進んでいて、もう今、デジタルデジタルという形でやっていると。デジタル専

門学校とかというところで教えられているほど機材がもう全てデジタルで、アナログの機材

を使うというのがほとんどないということで、結構うちみたいなホールのところに来てびっ

くりして使えないという方がいらっしゃるというのを聞いています。それでこのミキサーと

いう機械、どのぐらいするんだろうか、多分何百万もするんだろうなと聞きましたら、三、

四十万で買えるということでございます。それで今回レンタル料に大体３万3,000円ほどかか

って、10分の１ほどレンタル料ということになったのかなという思いがあります。ぜひとも
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そういう価格なども情報収集していただいて、そういうもし高価じゃなくても必要に応じて

できるものというか、普段使いで使えるような物というものがある程度安価で買えるようだ

ったらそういうものを調達していただければなと、全部が全部新しいものをそろえろという

話ではなく、必要な最低限そういうもので、それを使うだけで全然変わってくるということ

がございますので、ぜひともそういうものは優先して購入していただければ、更新していた

だければなと思っております。 

今、カラオケ大会とかというのが結構いろいろなところで行われているようなんですが、

うちのところでも一度やったんだけど、それ以来なかなかカラオケ大会というのが催し物と

して行われていないという形みたいなんですけれども、そちらのほうもなぜできないんだと

いう話をちょっと聞いてみたら、やっぱり機材が調達できないからその部分ではできないん

だよという話を聞いております。そのミキサーという中がやはりそれが違うだけでも違うん

だと。皆さんご存じのとおりカラオケをやっている人がたぶんこの中でも結構いると思うん

ですけれども、カラオケと言いますとマイクを離すと普通の音とちょっと違うわけですよね、

お風呂に入ったときにわんわんわんわんという形で広がる、ああいう形のものが使えない。

あれが先ほども言いましたリバーブということでございます。あれがやはりないとちょっと

味気ないので、そういう機材がないとやはり素の声で歌っているみたいなので、やはりカラ

オケには向いていないということなのだそうです。ですからそういうカラオケ大会、結構各

地で行われています。やはり松島町としてもそういうものが１つあれば普段からそういう大

会ができるのではないのかなと、大きなコンサートを開くためのものではなく、普段町民の

方々が楽しんでもらえるような機材がそれ１つあることでできるようであれば、ぜひともそ

ういうのを指定管理者の方々とちゃんとお話をして優先順位をつけながら予算面で配慮して

いただければと思います。そういう事情が分かれば、そういうものをということで多分なる

と思いますので、我が町は打ち出の小づちを持っているわけではないので、あれが欲しいこ

れが欲しいという部分で買えないかとは思いますが、こういったものが必要なんだというこ

とをぜひ必要な物、リストに入れていただいて何かの機会に買っていただければなと、更新

していただければなと思いますので、ぜひともそこら辺よろしくお願いしたいと思います。 

　　次の話も打ち出の小づちという話なのかもしれませんが、学校ではデジタル教育を行ってい

ます。その技術を生かせる場所が実際ありません。公共施設の建物にデジタル教育で学んだ

技術を生かせる設備、デジタル黒板ですとかネット会議等システムを配置していただくとい

うことが望まれますが、その考え方についてお伺いいたします。 
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○議長（色川晴夫君）　答弁、千葉教育次長兼教育課長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君）　櫻井議員おっしゃるとおりここ数年で学校のＩＣＴ化、

それから働き方改革によるテレワーク、リモートワークが進んでいることは認識しておりま

す。現在、文化観光交流館では高校野球、それからサッカーなどの抽選会、そのほか各種団

体の会議もリモートで行うケースが増えております。その際、よくＷｉ-Ｆｉ環境が整ってい

ますかという問合せは多くあるようです。現在、文化観光交流館ではＷｉ-Ｆｉ環境が整って

おることから、Ｚｏｏｍ等で多くの情報交換が可能になっているということでございます。

デジタル黒板、ネット会議システムまでの導入は現時点ではちょっと考えておりません。 

以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　今、Ｗｉ-Ｆｉという話はされましたけれども、実際は大会議室以外の

部分なのかな、そういう部分で行われているのかなと思っております。大会議室全体でやは

りＷｉ-Ｆｉが飛ぶような環境といったのが望まれているという話も聞いております。それを

行うことによって、大分環境が変わってもっともっと利用率が上がるということも考えられ

ますので、そこら辺も含めて少しそこら辺を整備していただければなと思っているんです。 

やはりそういうこと以外に小、中学生がやっぱりせっかくデジタル技術を学んだんですけ

れども、それを生かせる場所がないというのはやっぱりちょっと残念なのかなと思っており

ます。卒業してからなおさらせっかく学んだんだけれどもそういう電子黒板について何かを

やりたいと、そういう会議システムを使ってどこかの国とお話をしたいとなったとき、やは

り個人個人でそろえるだけではちょっと難しい部分というのがあるので、町に１つそういう

誰でも使える場所というのがあると子供たちのためにもなるのかなと、せっかくやはりそこ

で学んだ技術を使えないというのは寂しい、やはりそれを使うためには仙台に行かなきゃ駄

目だな、東京に行かなきゃ駄目だなというふうにならないようにしていただきたいなと思っ

ております。やはりデジタルというのはかえって地方のほうに恩恵をもたらすことがあると

思うんです。東京でしかできなかったものが地方で見ることができる、海外とつなぐことが

できるという恩恵がありますので、ぜひともそういう面を学びの側面からもぜひやっていた

だきたいと、地域格差をなくすという上からもぜひ必要だと思いますが、今後の整備につい

てちょっともう一度お考えを聞いてみたいと思うんです。それでやはりできるならば仙台に

ないからかえって松島にあるからみんな松島においでよと子供たちに言ってもらうようなこ

とがあってもいいのかなと思うので、ぜひそこら辺もちょっとお聞きしたいと思います。よ
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ろしくお願いいたします。 

○議長（色川晴夫君）　内海教育長。 

○教育長（内海俊行君）　櫻井議員がおっしゃるようにデジタルというかＩＣＴ化というか、子

供たちが今、一生懸命やっております。この前も１年生、体育の時間にiｐａｄを持って行っ

て何するんだろうと思ったら、縄跳びの回数をｉｐａｄの動画で撮るというようなこと、そ

して回数をこうやって１回２回とやっていました。確かにおっしゃるとおりです。私もいず

れ外国とか通信できればと思うんですが、松島第五小学校では実際学校から台湾との交流を

していますので、そういうのがそういうのが確実にやれる状態になるあたりまで研究させて

いただいて、子ども国際観光科というのもありますので、そこで少しレベルアップを図りな

がらやっていくと。なるまでどのぐらいかかるか私も分かりませんけれども、まずそういう

ような考えを持って子供たちに学習に当たっていきたいなと思っております。 

以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　ぜひとも早急にというのはなかなか難しいというのは重々承知ですけれ

ども、できるならばきっかけがあればぜひそういうものを整備していただきたいということ

でございます。なおさら今、ワーケーションという形で石田沢のほうでもやっておりますけ

れども、そういうところが公民館、文化観光交流館にあればなおさら企業さんでも使ってい

ただけるということがあって、それをまた売りにもできるのかなという思いがございます。

文化観光交流館の目の前には３つもホテルがありますので、その活用というのは宣伝次第で

はどんどんどんどん文化観光交流館の利用率というのを向上させる上からもいいのかなと思

っております。 

それでお金の話になるんですが、意外とこの機材というのは今までよりもぐっと安くなっ

ているのではないのかなと、私はそういう印象を持っております。この間あるメーカーさん

の展示会というのに行かせていただきまして、オフィス関係のデジタル用品、ＩＣＴ用品を

見学させていただいたんですが、今のデジタル技術、ＩＣＴ技術のすごさに圧倒されたとい

うのが一番なんですけれども、それ以外に価格が安いのにびっくりした。今まで100万、200

万もかかっていたのが10万台という形になっているので、へえ、ここ二、三年でぐっと下が

ったんですよということを聞きました。本当に私がもうちょっと小金があれば私が購入して

プレゼントしたいくらいの金額で買えるという形なものですから、そういう価格調査という

のもぜひとも行っていただきたいなと思っています。それで町でもそういう展示会とか、ぜ



３９

ひ行ってもらってそういう技術なり価格なりというのを調査してもいいのかなと思うんです

けれども、そういう調査というのは行っているのでしょうか。いかがでしょうか。 

○議長（色川晴夫君）　千葉教育課長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君）　具体的に見積りとかを取ったわけではないんですが、そ

ういうちょっと情報は入れていることは入れているんですが、詳しいところまではなってい

ないと思います。今後、ニーズ調査しながらそういう情報も知識として入れていきたいとは

考えております。 

以上です。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　本当に今まで高くて、ああこれは無理だなと思っていたのものが意外と

安く買えたりなんかして、おっ、これは買えるんじゃないかなという情報が結構転がってい

るものですから、そういう情報収集をぜひしていただいて、検討のテーブルに乗せていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

次の質問に移らせていただきます。文化活動を行っているサークル数が年々減っていると。

その原因は現在活動されている団体の会員が高齢化しているということで、会がなかなか維

持できない傾向にあることと、新しい文化団体が生まれてこないということが１つの要因で

はないかなと考えております。時代に合った若い人たちの文化活動を支える場所、例えば大

きな音を出してもよいところ、個人の趣味を生かしたネット配信ができる設備などが整備さ

れていればもっと文化活動が盛んになるのではないかなと思いますが、そこら辺の考えをお

聞きしたいと思います。 

○議長（色川晴夫君）　千葉教育次長兼教育課長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君）　時代に合った若い人たちの文化活動を支える場所としま

しては、近年、学生などの活動の場所として文化観光交流館を利用されることが徐々に増え

ております。例えば松高生のダンスの発表とか美術部の作品展、合唱コンクールの練習会場

など、様々に利用し始めて需要が増えている状況です。今後なんですが、地元の小、中、高

生を中心に大きなステージでの発表や練習会場として、もっと文化観光交流館を多く利用し

ていただきまして、そこから将来新たな利用団体の設立とか活動に結びつけていけたらとい

うことを望んでおります。 

以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 
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○３番（櫻井　靖君）　ぜひともそういう努力をしていただきたいなと思っております。それに

併せてこちらのほうもちょっと施設整備の話にはなるんですけれども、この間の一般質問で

スケボーのコースがあればいいなとか、グラウンドゴルフ場があれば松島、いいなという質

問をされた方がいらっしゃいます。それと同様にこういう場所があれば今度松島にこんな設

備があるから松島に行こうよ、仙台から松島に友達を呼んで活動ができる場所ということに

なるのではないかなと思います。例えば本当に大きな音を出せる場所、音楽を一生懸命やっ

ている人がちょっと練習場所がないということで大変困っているというのも聞いております。

やはりそういう防音設備がしっかりした場所というのがあるというのが１つの強みとなって、

そこに若者が集うということも聞いております。それからネット配信ができる、動画撮影が

できるというような場所があればという話も聞きます。これは例えば壁一面が緑の壁という

形になっている場所、つまりグリーンバックと呼ばれている場所ですね。そういうものがあ

るだけでも違うという話なんです。そういうものがあれば合成撮影というのが可能になると。

なかなかそういうものがある公共施設というのがないものですから、そういうのが１つ売り

となってできるのではないのかなと、普段はカーテンを引いていればそのグリーンが目に入

るということはないのだと思うんです。ですからそういうちょっとした工夫で使いやすい場

所というか、ここでしかない場所に生まれ変わるということがありますので、ぜひとも将来、

改修ということがありましたら、そういうのも頭の片隅に入れていただいてちょっと特色の

ある公民館づくりというのを考えていっていただければなと思います。そういうことを今度

やろうとすればやっぱりわくわく感というのが多分湧いてくると思うんです。やはり若者た

ちの利用を促進できる場所、松島でなければこういう場所がないというふうになれば、文化

活動の拠点という形にもなるかなと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。と

にもかくにもやはり情報収集というのが一番かなと思っております。そういう情報収集をき

ちんとしていただき、皆さんに喜んでもらえる公民館にしていただきたいと思います。一言

もしコメントがございましたらお願いいたします。 

○議長（色川晴夫君）　内海教育長。 

○教育長（内海俊行君）　いろいろなご意見ありがとうございました。元に戻るわけではないん

ですけれども、今のアトレ・るＨａｌｌは音楽や観劇に特化した公共施設ではないのは前提

としながらも、今、貴重なご意見いただいたのを頭の中に入れて、機器のニーズ調査とかそ

れから松島独自の若い人たちを引き込むような施設、そういうのを検討、機会が何かの節目

のときにと櫻井議員さんも言っていただいたので、私たちもそれに向かって情報だけは収集
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して、来たるべきときが来たらそういう形で対応できればなと思います。今のところは身の

丈に合った施設ということでご理解いただければと思います。 

以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　身の丈というふうに言わないで、やはりあまりにもちょっと身の丈が低

すぎるかもしれませんので、本当に身の丈に合うと言うんだったらそこまでのものが本当は

欲しいのかなと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。情報収集をちゃ

んとしていただいて、そのときそのときに合わせたものをつくっていただければなと思いま

すので、よろしくお願いいたします。打ち出の小づちは振れませんが、情報が入るタブレッ

トは皆さんお持ちだと思いますので、そちらで情報収集をしっかりしていただければなと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

　　次の質問に移らせていただきます。３問目でございます。 

大雨が予想される場合の自動車の避難場所の確保をということでございます。今まで防災、

減災について多くの質問をさせていただいて、丁寧に対応していただきまして本当にありが

とうございます。私は松島町の災害に対する対応は大変優れていると思っております。です

からこんなことまで質問されるのかと思われるかもしれませんが、そこはご容赦をいただい

てより安心安全に暮らせるまちづくりのためと思って質問をさせていただきます。 

台風や大雨による災害が毎年日本中どこかで繰り返しております。松島町でも例外ではご

ざいません。2019年の台風19号、そして今年７月の大雨では町内に多くの被害がもたらされ

ました。そしてその被害の中で自動車を水没された方という人数は決して無視できる数では

なかったのではないのかなと思っております。自動車は大切な財産であり、生活に欠かせな

いものです。町民の命と財産を守ることが行政の仕事であれば、町民の大切な資産である自

動車を自然災害から守ることもまた行政が努力すべきことの１つではないのかなと私は考え

ております。そこで町として大雨が予想された場合、自動車の避難場所についてどのように

考えているのかお伺いいたします。 

○議長（色川晴夫君）　答弁、櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　３問目の答弁に入りますけれども、町として自動車も住民の大切な財産

であるということは私も認識しております。自動車の避難についてはこれまでも気象情報な

どから住民の皆さんが自主的に判断されて、浸水しない高台へ避難されているのが現状でご

ざいます。また、本町は高台の公有地が指定緊急避難場所や指定避難場所となっているとこ
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ろが多く、人命を守ることを優先して避難の受入れ先を確保しているのが現状でございます。

改めて自動車避難の場所を公表することで、自動車避難が集中し、住民が避難できなくなる

ことも想定されることから、受け入れる場所などについても慎重に取り組む必要があると考

えております。町としては人命を守ることを最優先にしながら、各地区の自主防災などと地

域の実情等について話し合って、自動車避難の在り方について検討してまいりたいと思って

おります。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　この話は町民の方々からちょっと相談されまして、私もどういうふうに

したものかなということがありましたので、ちょっと質問に加えさせていただきました。確

かに私の住む地域でさえも車を避難させたほうがいいんじゃないのかなというときがやはり

あります。しかしどこに避難させればいいんだろうということも考えてしまいます。勝手に

止めて本当にいいんだろうかと。停めたところの住民とトラブルにならないんだろうかとい

うことが本当に心配であります。大雨等が予想されるのであれば、事前にその止めておく場

所というのを知っていれば安心だなと思っております。もちろん床上、床下浸水をしない町

であればこんな話をする必要はないのでありますが、この頃の気象を考えると、いつ大雨が

降ってもおかしくない、そして先日のような大雨が降れば床上、床下浸水をする場所が必ず

あるというのが今の現状でございます。そして同じように車をそのまま止めておけば、また

絶対被害が出てくるのではないのかなという思いでございます。車は私たちに本当になくて

はならないものです。自動車がなければ生活に支障も来しますし、仕事にも支障を来す、今、

自動車を買おうと思ってもなかなか新車を手に入れるにも何か月もかかるというのが現状で

ありますし、中古車もだんだんだんだん値上がりをしているということもございます。です

からやはり自動車というのは大切なものだと考えております。そこでもし町にそういう自動

車を避難させたいんだけれどどうしたらいいですかという電話があった場合、町としてはど

ういう対応をされますか。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　まず先ほど、人の命も今、一番大切でありますし、大切なものにあと順

位をつけるということはなかなか難しいのではありますけれども、車をお持ちの方もやっぱ

りそういった考えで財産の１つと私も共有します。ですからまずはその車のオーナーの方が、

持ち主の方が、常日頃やっぱり自分の安全をどのように守ったらいいのか、自分の命は自分

で守るというのがこの頃合い言葉になっているようでございますから、まずその移動できる
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ものについての財産についてはどのようにしたらいいのかと。車がそういう水害に遭った場

合、大雨の場合、どのようにしてどこに避難したらいいのかというのは事前にやっぱり考え

ていてほしいと思います。 

この間、今年も令和元年に次いで７月15、16日と大雨が降りましたけれども、本当に高城

地区の皆さんにはご迷惑をおかけしたということも重々承知していますし、また皆さんの中

にも車が水害に遭ったという方もいらっしゃいます。また職員でも令和元年、３年と続けて

車を駄目にした職員もおります。ただやっぱりそういったことを今度、じゃあどういうふう

に今度自分で対処したらいいのかというのは、やっぱりその人その人によって考えていただ

く、これがまず第一前提なんだろうと思います。ですからこの間の７月15、16日の雨でもち

ょっと身近なことを言えば手樽、早川、富山駅前の方々については自主的に三浦共同墓地の

ほうに車が数台動いておりました。これは別に誰が指示したわけじゃなくて、自分たちの経

験からこっちへ移していたほうが安心だということからだったと思うんですね。ですからそ

のときの災害によって時間的なものが１日で終わる場合もあるだろうし、２日、３日とかか

る場合もあるだろうし、そのときの災害にもよりますけれども、そういったものをまず自分

で想定しながらまずは行動を共にしてほしいという。じゃあその行動を共にするには地区内

でどういう地区にしたらいいのかというものは、やっぱり行政区ごとにきちっと考えていく

必要があると思います。それで例えば高城の地域の方々の考えと例えば私たち手樽にしても

北小泉地区にしても幡谷のほうにしても、そうそう車の避難に苦慮するところに住んでいな

い方々は、すぐにでも例えば車をちょっと移動しただけでも農機具にしてもそうですけれど

も、移動できる場所に住んでいる方とそうでないところの方々では必ずしも町でこういうふ

うにしたからこうだということは当てはまらないと思いますので、まずはそういうことを地

域地域できちんと話し合っていただきたいと思います。町に相談があったのかということに

関しましては、相談があったとは聞いておりますので、内容等については総務課長から答弁

させます。 

○議長（色川晴夫君）　千葉総務課長。 

○総務課長（千葉繁雄君）　まず直接電話か何かで相談があった場合どうするかということだと

思います。当然その人がどこに住んでいるかというのが多分重要になってくると思いますし、

この間の７月の雨であれば基本的には皆さんがそう思い始めた頃には既に道路が冠水をして

いて、車で避難すること自体がかえって危険だったということもあるんですが、もしもとい

う過程の話になりますけれども、やっぱり住んでいるところで一番近い公共施設を案内せざ
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るを得ないというのが現状だと思います。民間の場所も数か所あることにはあるんでしょう

けれども、やはり断りもなしに案内するわけにはいきませんので、ダイレクトにそういった

相談を受ければ、近くの公共施設を案内せざるを得ないのかなとは思います。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　であるならばやはりこういう機会という形で、そういうことを調査され

てもいいのかなと。ここは止められますよという、やはりそういう調査をして、ある程度町

として把握をしておくことも大切なのではないのかなと。そして民間で協力してもらえる場

所があるならば、ここは協力してもらえますよという形の調査というのをぜひしていただき

たいと思うんですが、そこら辺の考えはいかがでしょうか。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　ちょっと今日、体調不良で管理監が休んでいますけれども、管理監のほ

うからは町としてのここに何台、ここに何台、ここに何台というのは想定しておりまして、

その台数もちゃんと把握しているようであります。その資料等について、今、総務課長も持

っていますので、総務課長から答弁させますけれども、まず町の公有施設にはこういうとこ

ろに何台という台数だけはきちっと把握しているということだけはご理解いただきたいと思

います。 

○議長（色川晴夫君）　千葉総務課長。 

○総務課長（千葉繁雄君）　現在、町として想定しているところは当然公共施設になりますけれ

ども、数で言えばあくまでも最大ということになりますが、1,000台近くということになりま

す。ただ、これはあくまでも駐車されていないという前提ですので、その季節であったり時

間帯であったり、それによって止められる台数というのは当然変わってきますので、あくま

でも単純にはそれぐらい把握をしているということです。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　この次の質問に多分かかってくる部分だと思いますので、大体1,000台

くらいそういう場所があるということではございます。ただ、やはり避難場所とダブるとい

う形になればそこに車が集中するなりとかという形もあります。最悪の場合、もう避難者の

ほうがそこに置けないという場合になってしまうので、そういうのを取り除いた上で駐車で

きますよというスペースという形を持ってもらえればいいのかなと思います。また地域地域

によっては、あまり遠いところに置いても帰りが大変だという形にもなると思いますので、

ぜひともそういう調査、個別に何台というのを把握していただければいいなと思っておりま
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す。 

そこでやはりそういう自動車避難マップというのをぜひ作成していただいて、ホーム上に

あらかじめ周知しておければ、何かの機会にそういうのができるのではないのかなと。やは

り大雨の心配があれば、一度ちょっと車を駄目にされた方は改めてそちらのほうに駐車して

おこうということも可能なのではないのかなという思いがございますが、そういうことをし

ていただいて、段階に応じては自動車避難してはどうですかという広報も含めて、段階的に

やっていけばよりよいより親切な町という形になるかと思うんですが、そちらの考えをお伺

いいたします。 

○議長（色川晴夫君）　千葉総務課長。 

○総務課長（千葉繁雄君）　自動車避難の情報の発信ということになるんだと思いますけれども、

どのような方法がいいのか、自動車避難場所マップなどの作成を含めて、今後の検討課題で

あるとは考えております。また、段階的な自動車避難の呼びかけにつきましては、これまで

も事前に発信している台風情報などでは台風への備えについて様々な注意喚起を含めて行っ

ていたところですけれども、その発信の在り方については改めて検討していきたいと思いま

す。原則、今の地域防災計画においては、徒歩避難が原則になっていまして、自動車避難に

おきましては要援護者、災害弱者と呼ばれる方々を対象としていますので、原則は徒歩には

なりますが、そうは言いましてもやはり命も大事ですし財産も大事だというのは分からない

わけでもありません。 

私も大分前の話になりますけれども、もう37年ぐらい前ですか、あれは多分8.5か台風だっ

たかちょっと忘れましたけれども、当時、役場前が大分水が上がって舟が走るような状態に

なったときに、そこまでいかないうちに自分で車をここだったら大丈夫だろうなというとこ

ろに自分でそのときには避難をさせて、自分の車は助かったんですけれども、やはり先ほど

も町長も言ったんですけれども、できればやはりそういうことが最近非常に多くはなってき

ていますので、普段からちょっと考えておくことは確かに必要だなと思います。どうしても

大雨、それから津波、それからこの間はちょっと菅野議員さんの質問にあったんですがミサ

イル、ミサイルが来ては困るんですけれども、いろいろな災害でいろいろな避難場所をケー

ス・バイ・ケースで周知しなければならないという状況を考えると、津波と少なくとも大雨

に関してはなるたけならあまり違った避難の方法だったり、避難場所だったりにならないよ

うにはちょっとしたいなとも思うんです。特にやっぱり高齢の方はいろいろな情報を出し過

ぎてもちょっと混乱をしてしまうのかなと思いますので、非常に難しいちょっと問題ではあ
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るんですけれども、できるだけそのいい方法、最善の方法を今後考えていきたいなと思いま

す。 

　　以上です。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　車の避難と人命の避難ではちょっとまた別な話なのかなと私は思ってい

るんです。ただ、あらかじめ避難させておけばちょっと安心感がやはり高まると。自動車の

場合は置いておくというだけで、それでそこに本当に邪魔にならなければいいなという思い

なんです。結局自分はここでいいだろうと思っていても、実際トラブルになる場合もあるの

ではないかなと。ここに置いて邪魔だという形で、その置かれた側と置いた側がトラブルに

ならないような状況をぜひつくり出していただきたいなという思いでございます。それで本

当に台風などで、ええっちょっと大きい台風が来るから心配だ、車だけでも避難しておこう

かという方がいらっしゃれば、そういうところに置ける場所を確保しておくというのが大切

なのではないのかなという趣旨でございますので、そこら辺を十分理解した上で、そういう

ことを検討していただければなと思っております。なかなかここまでやっている自治体とい

うのは今までないのかなと思いますので、ぜひとも松島町先駆けでそういうのをやっていた

だいて、そういう自動車を事前に避難できる場所というのを告知していただき、それでそれ

に基づいて住民の皆様が置いてもらえるという体制を整えてもらえれば、ひとつこれも話題

になるのかなと思いますので、そこら辺ぜひとも検討していただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長（色川晴夫君）　千葉総務課長。 

○総務課長（千葉繁雄君）　マップに上げる上げないというのは別として、検討は当然させてい

ただきます。時間帯だとか、先ほども言ったんですが、季節とかいろいろなケースをちょっ

と想定して考える必要があるかと思いますので、少し時間をかけて慎重に考えてまいりたい

と思います。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井　靖議員。 

○３番（櫻井　靖君）　そのマップがあるだけでも違うのかなと。そしてそういう人が、心配に

なっている人はそのマップを目にするだけでも、ああ、ここのところに置けるんだなという

ちょっと頭の中の片隅にも入っているだけでも多分これは相当違うものではないのかなと思

います。どこに置こう、どこに置いたらいいんだろうという不安から解消されるのかなと思

いますので、ぜひともちょっと前向きに検討のほう、よろしくお願いいたします。 
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この庁舎の中でも、議場の中にでも大雨、台風で自動車を水没された方というのがいるよ

うに思っております。意外とこの問題については身近な問題なのかなと私も思っています。

災害に対する不安を幾らかでも少なくするために、いい方法をぜひとも検討していただけれ

ばと思います。これで質問を終わらせていただきます。 

○議長（色川晴夫君）　３番櫻井　靖委議員の一般質問が終わりました。 

　　続きまして、通告の順に従いまして、質問を許します。12番片山正弘議員、登壇の上質問願

います。 

　　　　　〔12番　片山正弘君　登壇〕 

○12番（片山正弘君）　片山です。一般質問をさせていただきたいと思います。 

私は大きく分けて２問について質問するわけであります。 

松島町の今、基金活用についてということで質問をさせていただきます。まずふるさと納

税４億1,000万円と庁舎建設基金４億9,000万円、合計しますと９億円あまりの基金があるわ

けであります。この９億円のこれからの有効活用についてお伺いをするところであります。 

まず第１点であります。ふるさと納税についてであります。多くの方々からいただいたふ

るさと納税、また、松島町に縁のある方からいただいた３億円超のふるさと納税を含め、現

在４億1,000万円以上の貴重な基金は多くの町民のために活用を望んで納税されたと私は思っ

ております。その一部が旧磯崎区民会館の解体費用に活用されましたが、その後の利用活用

はどうなっているのか私には分かりませんが、今後基金活用の優先順位について、この今定

例会、12月定例会に松島町の集会施設の廃止条例案が提案されている中、各地区から要望が

ある災害に備えての避難施設の建設をについて活用すべきではないのかと私は思うので、こ

の辺の優先順位について、第１回目お聞きしたいと思います。 

○議長（色川晴夫君）　答弁、櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　基金の活用についてというタイトルでの一般質問に答弁していきたいと

思います。 

まず初めにふるさと納税についていただきましたけれども、今、議員お話のとおり、令和

３年度末におきまして約４億1,600万円となっておりますけれども、そのうち３億円は令和元

年度にご寄附をいただいたものであります。この３億円の寄附につきましては、非常に多額

でありましたことから、寄附者のご厚意を後年にも引き継ぎたいと考えておりますので、不

特定の方が利活用するもので、なおかつ形として残る事業に充当したいと考えているところ

でありますけれども、現時点では明確な使途は決定はしておりません。なお、３億円以外の
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そういった目的については予算編成時におきまして、充当が相当と判断した基金条例で規定

する事業の財源として活用しているのが現状でございます。 

○議長（色川晴夫君）　片山正弘議員。 

○12番（片山正弘君）　まず令和元年に貴重な３億円以上の松島町民のためにということで、活

用のことを目的として３億円超の寄附をされた方がいると思うんです。私はこの基金をいつ

どのように使うかということは、これからの今、町長が言うように考えているということで

ありますが、今、私たちに与えられているものは、今、多くの方の町民が安心して生活でき

るような施設がまず松島町には第一優先ではないのかなと、そのように思っているわけであ

ります。先ほども言いましたが、12月定例会において集会所の施設の廃止条例が提案されて

いる中であります。各地区から要望が、災害に備えての避難施設というのが要望されている

ところであるわけであります。そこを含めますと、この多くの町民のために使える３億円と

いうのは、多くの皆さんのためになるのではないかと、そのように私は思うんですが、この

活用にぜひ活用していただきたいと私は願っているわけでありますが、町長の考えを、各地

区の避難施設等に対しての活用を考えているでしょうか。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　ふるさと納税、この３億円の使い道についてはいろいろな庁舎内部の中

では、今、議員がお話しするようなことも出てはおります。決定はしておりませんけれども。

こういったものもあるのではないか。それからこれから松島町のために若い世代に、あと

我々のツケを回さないためにも、いろいろな意味で後世に残るものにきちっと使って、こう

いったものがあってこういう財源にしてこうしたんだということがしっかりと明確に分かる

ようにすることも寄附者のほうに応えることも必要だろうということでいろいろ検討はして

います。ですから内容等についてこれで決まりましたということはまだ報告というか出ませ

んけれども、そういうときがしっかりと私のほうで共有して議会にお話しするときが来まし

たらば、きちっと説明を申し上げてまたそれについて議員さん、議会のほうからもご意見を

いただきたいと、このように思います。 

○議長（色川晴夫君）　片山正弘議員。 

○12番（片山正弘君）　そうしますと今の段階では優先順位を考えて、当初、これから令和５年

度の当初予算には今回のこの３億円の使い道というのは入ってくる考えはあるのでしょうか。

それを検討しているのでしょうか。その辺をお聞きします。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 
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○町長（櫻井公一君）　今の段階では令和５年度の当初予算にこの３億円を取り崩して使うとい

う考えは持っていません。そこはまだ拙速すぎるということに反対しておりますので、この

間の庁議の中でも、今の話は今後どうしたらいいかという話は出ていますけれども、じゃあ

来年こういったもの、こういう形のものにこういう予算ということは、これからの検討課題

ということになっていますので、当初予算には入っておりません。 

○議長（色川晴夫君）　片山正弘議員。 

○12番（片山正弘君）　私はね、ぜひ今のこういう時代ですからこそ、この有効活用すべきだと

私は思っているわけでありますので、検討中だということであります。検討はしないことだ

と私は聞いているんですが、ぜひこの問題等については前向きな姿勢で当初予算、もしくは

補正等にも含めてぜひ町民のためになる施設、または有効活用に組み込んでいただきますこ

とをまず望んでおきます。 

　　次に、第２点目であります。庁舎建設基金であります。庁舎建設は当初10年契約で借地に建

設された建物の耐用年数を考慮して、地権者との借地延長の交渉を行うとさきの議会で指摘

されているわけでありますが、今回この地権者との借地延長についての状況をまずお聞きし

たいと思います。 

○議長（色川晴夫君）　答弁、櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　庁舎の延長等の交渉について、これまでも定例議会等の冒頭でご挨拶の

中でお話を申し上げたりしてまいりましたけれども、今回の定例議会でも冒頭に申し上げま

したけれども、庁舎用の借地延長交渉の状況につきましては、令和３年第１回定例会での答

弁、また同年第２回の定例会及び当議会定例会開会時の挨拶でご報告申し上げたとおりでご

ざいますけれども、令和５年４月１日から20年間賃料同額単位で再契約することで、令和４

年の６月16日に地権者からご同意をいただき、その後担当間で協議を重ねまして、令和４年

の11月２日に最終的な契約書の案が整っております。今の予定ですと、令和４年度、今年の12

月12日に契約を締結する予定となっております。 

○議長（色川晴夫君）　片山正弘議員。 

○12番（片山正弘君）　当初は10年という契約だったのが建物が耐用年数があるからだというこ

とで20年という今の延長契約だということでありますが、借地料は同じ金額だということで

あります。時代は刻々と変わるわけでありますので、10年が30年になるわけであります。30

年間の借地料は約３億7,000万円以上になるのではないのかと私は思っております。契約には

慎重にすべきではないのかと。そしていつこのような時代が変わるかは分かりませんけれど
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も、くれぐれもこの契約金額等については慎重にやっていただきたいとそのように思うわけ

であります。そこでです。20年先に新庁舎建設だとしたら、現在の建設基金４億9,200万円に

ついて、基金条例を改正して利便性の高い庁舎建設、増築や地域の施設等に充てるべきでは

ないのかと私はそう思うんですが、この辺についての考えを伺います。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　再契約に関しては慎重に進めるようにということでございますので、こ

の辺についても実はザイエンスの社長さんにはお話を申し上げております。10年刻みでいっ

たらいいのか、最初は５年なのか10年なのかというお話からあって、震災からもうこの庁舎

が10年を迎えようとしている中で、10年を振り返ってみると本当に早いなという形がしまし

たので、20年と。20年というのは今、議員さんから言われたとおりこの施設の耐用年数は30

年は大丈夫だと。30年以上大丈夫だと言われておりますので、そこから出た数字でございま

した。今、これで進めておりますけれども、これが10年後に例えば何らかのことがあって国

からどおんと出るよと、何かあればそのときの首長さんの考えで多分変えられるかもしれな

いのかなと思います。ただ、新庁舎をどこに建てる場所についての議論はさておきまして、

この頃の新庁舎、私もいろいろなものを拝見して正直言ってうらやましく感じてきていると

ころでありますけれども、この間岩手県の葛巻にも行って新しい庁舎、11月からオープンし

ているようですけれども、見てまいりました。やっぱり役場だけの機能ではなくなってきて

いるというのが現状であります。そこに公民館施設であったり様々な施設が統合で１つの庁

舎を使っているというのが現状でございまして、大体葛巻で37億円ぐらいだったと思います

けれども、この間葛巻の町長とお会いしたらやっとカメムシが入ってこない町長室になりま

したと、これまではカメムシ取りで大変だったんだけれども、やっとそういうことから逃れ

たというお話を聞いて、よかったですねというお話を差し上げましたけれども、そこはすぐ

近くに町立の病院が新しく建っており、またそういう集会施設、それから図書室、図書館機

能も全て備えた１つのパッケージにした庁舎になっていました。これは別に葛巻だけじゃな

くていろいろな新しい庁舎を見ていますと、山形の新しい役場の庁舎もこの間ダリアで有名

なちょっと今、（「川西」の声あり）川西町の庁舎も見てまいりましたけれども、あそこも

実は議場もこんな感じの議場でございまして、フラットでありました。別に段差がなくて。

ただ14人の議員さんが馬蹄型になっていて、この正面に議長席があって、ここに答弁席があ

ってと、こんな形で、ああ、うちの町も改修するのならこんな感じがいいのかななんて思っ

て見てきましたけれども、そういったところも見ているとやっぱりいろいろな最低でも図書
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機能とか、いろいろな複合施設と合築した建物になって、今、町の中でそこに人がいろいろ

集まってくるような地域になっているのかなと。ですからそれはその土地その土地の地形に

よって、また人口の状況によっては異なるかもしれませんけれども、そういうことも含めた

機能を要した庁舎になってくるのではないのかなとは思っております。 

○議長（色川晴夫君）　片山正弘議員。 

○12番（片山正弘君）　新庁舎はそういう理想の下で私は造るべきだろうと、そのように思いま

すが、でもこれは今の段階ですと20年先という格好になってくるんだろうと。そうしますと

当初の予定ですと庁舎建設等には約５億円の基金が必要だと。そして財源その他についても

用意しなければ次の基金というか新庁舎の建設に当たっての負担が後世に残っていくんだろ

うと、そのように思っているわけでありますが、今の段階で20年先だとすればここ10年間で

約４億9,000万円の基金をためたわけですから、実際にこれから今後の建設等に当たったとき

にこの今現在の庁舎の20年間の有効活用がまず必要なのではないかなと私は思っているわけ

であります。これが今の状態ですと会議室も議会議事堂も併用しているわけであります。確

かに庁舎は町民のために見れば会議するときだけのものだからそれほどお金をかける必要が

ないだろうと思っている方もいると思います。そして庁舎には建設するに当たっての補助金

の道はない。我が家は我が家で立てなさいというのが国の施策だろうと私は思っているんで

すが、そのために複合施設というのが一番望まれているところだろうと思っているわけであ

ります。しかし、今の新庁舎と今の仮庁舎にしてみれば、この20年間の間にどのような有効

活用が必要なのかというと、やはりこの５億円というお金を利用して、これから松島町のこ

の庁舎の有効活用が必要だろうと私は思っております。そのためには会議室あるいはそうい

う面での施設等を建設というよりも増築する必要があるんだろうと私は思っております。で

すからぜひこの基金等について有効活用として現庁舎の改築、増築等のことを考えてするべ

きだろうと私は思うんですが、その辺の考えを伺います。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　この庁舎ができてもう10年近くなってまいりまして、ゴム製品というん

ですかね、そういうパッキン的なものが劣化し始めてきているのかなと見受けていますので、

財務課長のほうではいろいろ修繕計画、これから立てていかなくてはならないんだろうとは

思っております。それからこの議場に関しましても、この会議室なのか議場なのかやっぱり

明確にする必要はあるだろうということで、私のほうから今日ちょっと今回副町長が休んで

おりますけれども、副町長には議場を、この会議室をどのように有効活用してどのようにこ
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の庁舎を、どうしても会議室は必要でございますので、増やさなくてはならないのか、増築

したらいいのか、ただ単にこれこのままずっと３階のフロアを東北本線側に伸ばすことがで

きるのかとか、そういったものを指示しておりますので、もう実際検討には入っております。

どういう最終的な形になるのかはまだ図面出てきませんので、来年あたりその図面が出てき

た段階でこんな形で議場もこんな形でどうなんだろうかというのは議会とすり合わせをしな

がらやっていきたいと考えてはおります。 

　　あとそれからもう１つはどういった機能が今後必要だと思うということでありますけれども、

本来こういうことはあってはほしくないんだけれども、７月15日の夜半に東北本線が松島駅

をちょっと出たところで止まってしまったと。それで乗車されているお客さんたちが列車の

中でずっと昼夜を明かさなくてはならない。どうしても短時間的なものでしたらそう困らな

いんだろうけれども、トイレの問題とかそれから季節によっては寒さの問題、そういったも

のが出てくると思いますので、最低でも８時間から12時間ぐらいはどこか避難する場所がや

っぱり必要なんだろうなと思いました。それでこれはＪＲと別に提携しているわけじゃなく

て、うちのほうの職員がとにかく駅で何かごたごたしているから、まずそちらの人を庁舎の

中に入ってもらったらどうだろうかということで、役場の１階と３階が避難施設というか避

難していただく場所になりましたけれども、そういった有事の際のやっぱり避難的な場所に

もならざるを得ないんだろうなと。これが駅からの利便性が近ければ近いほどやっぱりそう

いうことはリスクはある、リスクという言葉は悪い、高くなってくると思うんですね。です

からお互いこれはＪＲとその辺の話をきちっと進めて、こういうときには町にどうぞ来てく

ださいというようなことも、今後正式に結んでいかなくちゃならないんだろうと思うんです

けれども、ただＪＲ東日本そのものがそういう協定を結んでいる駅と町庁舎というのは多分

ないんだろうと思うんですね。ですからそういうことがないんだろうと思うので、ただ単に

この間初めてそういうのをもらっていいのかなと思ったんですけれども、ＪＲから感謝状を

もらいましたけれども、それはそれとしてそういったことも必要なんだろうということは考

えていきたいと思います。 

○議長（色川晴夫君）　片山正弘議員。 

○12番（片山正弘君）　新庁舎が５年度に検討課題に入って増築というか利便性を考えた庁舎建

設に向けていきたいという町長の前向きな姿勢を聞いたわけでありますので、ぜひこれを実

行していただきたいと、そのように思うわけであります。また、先ほども言った７月のこの

大雨のときのＪＲの利便性に応じて感謝状をもらったということでありますが、ほかの市町
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村にはないこの松島、観光地ということとＪＲの駅に近いということですので、ぜひこれは

松島の１つのポイントといいますか、１つの目玉として観光地の１つ、そして駅に近いとい

うことの利便性を考えてぜひそういうときの協定を結ばないにせよ、大々的に宣伝できるよ

うな何かをやっぱりここで松島をアピールする考えも取り組んでいく必要があるんだろうと

思います。そのためにも利便性の高い庁舎のこの基金の活用が望まれているだろうと思いま

す。そして今、職員の方も今日、この議事堂を設置するに当たっても相当な時間を浪費して

いるわけであります。そして将来的に松島町も今、各委員会で調整をしているわけでありま

すが、デジタル化に向けて多くの皆さんに利便性の高い、そして議会としての行動が、行動

というか地域に貢献できる議会として、多くの皆さんの声をより一層早く、そしてより一層

議会と執行部が情報の共有ができるデジタル化を今、進めているわけであります。ですから

そういうことも含めまして、早急にこの問題等を検討していただいて、来年の５年度にはぜ

ひ実行していただきますことを望んで私の一般質問を終わります。 

○議長（色川晴夫君）　12番片山正弘議員の一般質問が終わりました。 

　　ここで休憩に入ります。14時20分まででは少ないですか。25分。25分まで。 

　　　　　午後２時０８分　　休　憩 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　午後２時２５分　　再　開 

○議長（色川晴夫君）　再開いたします。 

　　通告の順に従いまして、質問を許します。10番今野　章議員は登壇の上質問願います。 

　　　　　〔10番　今野　章君　登壇〕 

○10番（今野　章君）　10番今野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

９月の定例議会では一般質問しないで終わってしまいましたので、今回は３つほど質問を

させていただくことにしております。 

早速でありますけれども、最初にリフォーム助成制度ということで、質問をさせていただ

きたいと思います。このリフォーム助成制度につきましては、これまで何度か質問をさせて

きていただいているなと思いながら、ホームページの議会だよりを一番載っている古いとこ

ろから検索をしてみましたらば、４回ほどこれまで質問をしているということが分かりまし

た。多分その前にももう１回ぐらいもしかするとやっているのではないかなと思いますけれ

ども、一番古いところでは平成22年の６月、そして22年の12月に質問をしておりました。22

年の12月のときには議会だよりを読みますと、かなり前向きな答弁をいただいて下手をする
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と23年度からリフォーム助成制度実現するのではないかと、こういうところまではいったか

どうか分かりませんけれども、それぐらい積極的な答弁をいただいていたんだなと思ってお

ります。ところが平成23年、大震災も来たということになってその後白紙の状態になってき

たという状況であります。当時、大橋町長さんでしたけれども、櫻井町長になってからも質

問をまずさせていただいております。2016年３月の定例会で質問させていただいているとい

うことで、当時まだ復興途上であるということでその復興にめどがついたらこのリフォーム

助成制度について考えていきたいと、こういう答弁だったとなっているわけであります。 

本町におきましては、この復興にめどがついたということでの今回の取組なのかどうか分

かりませんけれども、今年度国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、これ

を財源といたしまして、「暮らしを応援・松島町住まいのリフォーム助成事業」これが実施

をされたということであります。事業の概要といたしましては、対象工事が10万円以上の工

事で対象工事費の２分の１を限度に補助をすると。また、町内に本社がある事業者や住民登

録のある事業主が施工するということが条件となっておりまして、当初2,000万円の予算であ

りましたけれども、リフォームを希望する町民の皆さん、申請する方が大変多かったという

こともありまして、さらに1,000万円を補正計上して3,000万円の総事業費ということになり

ました。リフォームをしたいと考えていた本当に多くの町民の皆さん、そしてまた工事施工

業者の方々にも大変私は歓迎をされる、そういう取組だったのではないかと思っております

し、また好評だったとも聞いているわけであります。 

そこで第１期、第２期のこの助成、2,000万と1,000万ですか、それぞれ事業がやられたわ

けでありますが、助成の件数やどれだけ最終的には3,000万円になったのかどうか、その辺最

終的にどれぐらいの助成金額になったのか、またリフォームの内容、請け負った業者の方々

の業種ですね、それぞれの件数が分かればそういったことなどについてもまず最初にお聞き

をしたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（色川晴夫君）　答弁願います。櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　リフォーム等についての助成についての質問に答弁してまいりたいと思

います。過去のことを調べていただいて平成23年頃からそうだったのかなと改めて思いまし

たけれども、東日本大震災でそれどころじゃなかったということがいいかどうかは別として

そうだったんだろうと思います。今回リフォーム助成出しましたけれども、これはやっぱり

コロナ禍によっての景気低迷が結構来ているなということもあって、まずは町内の業者の

方々に広く等しく応援しようという中から出た事業でございました。新型コロナウイルス感
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染症の感染拡大による影響を受けている地域経済の循環対策として実施した、「暮らしを応

援・松島町住まいのリフォーム助成事業」につきましては、第１期、第２期合わせて172件の

申請を受け付けております。現在、臨時工事完了の実績報告を受けており、申請者、町内事

業者双方よりおおむね好評をいただいているものと理解しております。なお、詳細等につき

ましては担当課長から答弁させます。 

○議長（色川晴夫君）　佐々木企画調整課長。 

○企画調整課長（佐々木敏正君）　それでは今野議員のご質問に回答してまいりたいと考えてご

ざいます。「暮らしを応援・松島町住まいのリフォーム助成事業」につきましては、第１期、

第２期に分けてお答えします。 

まず初めに６月１日実施の第１期受付の実績につきましては、申請件数合計113件、申請補

助金額の合計につきましては、1,997万6,000円でございます。業種別ということでございま

すので、こちらにつきましては、土木が３件、大工が39件、左官が１件、電気が５件、管工

事が12件、塗装が14件、内装仕上げが３件、造園が２件、建具が７件、水道施設が27件でご

ざいます。次に、８月３日実施の第２期受付につきましては、申請件数合計59件、申請補助

金額合計1,009万1,000円でございます。業種別でございますが、土木が１件、大工が17件、

電気が10件、管工事が４件、塗装が４件、建具が３件、水道施設が20件でございます。現在

は各申請者からの実績報告を受け付けており、年度内には172件全ての完了を見込んでいると

ころでございます。 

以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　今野　章議員。 

○10番（今野　章君）　分かりました。比較的集中している業種もあるにはあるんですが、広い

業種で事業ができたのかなという形にも受け取りました。リフォームそのものはやっぱり住

宅関連ということで、実施をすればこういう比較的裾野が広いといいますか、そういう経済

効果が出てくるのかなと、こんなふうに思ったりもするわけですが、この事業をやってみて

実際にこの事業の効果といいますか、事業に対する評価、その辺についてどのような受け止

めになっているのか、その辺まだ全体完了したわけはないんだと思いますが、途中の経過で

ございましょうけれども、その辺ありましたらぜひお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　今回のリフォーム助成に限らないんでしょうけれども、事業の評価等に

ついてはそれぞれの立場の方がいろいろなご意見あるんだろうというふうに話は聞いており



５６

ます。私のところにも直接よかったという話、それからもう少し予算を高くしてほしかった

という話、期間を長くしてほしかった、個々の話はいただいていることも事実でございます。

ただ、このリフォームによって暮らしをより快適にされた実数は、今、企画課長の答弁から

あったように172件の直接的な高価に加えて、助成額を含めた総事業費で考えた場合には、助

成に係る費用の約３倍ぐらいの経済効果がありまして、この点では大きな成果があったもの

と広く受け止めております。今後も助成範囲は広く扱ったことで全国的にも事例が少ない事

業となっておりまして、担当課へは県内外からの自治体からの問合せが多く来たということ

は聞いております。今後も町の町民の方々に寄り添った町独自の施策もぜひ考えていきたい

と、このように思っております。 

○議長（色川晴夫君）　今野　章議員。 

○10番（今野　章君）　今のお話ですと経済的効果として３倍ぐらいの効果があったと、こうい

うことですから3,000万円の予算で１億近い経済効果が出たということで非常に大きい効果が

出たんだなと思ってお聞きをいたしました。それで今回の住宅リフォーム助成制度、これに

つきましては、感染症対策の地方創生事業交付金活用ということでの事業で、令和４年度の

単年度事業と、こういうことになっております。このコロナ禍の中で大変な生活を強いられ

ている町民の皆さん、また年金頼みの暮らしとなっている年金生活者、またこの事業で仕事

を増えた事業者など、町の経済の活性化と、こういう点でも大変やっぱり有効に働いたんだ

なということが言えるのではないかと思います。私はこれまでもリフォーム助成制度ですか、

この創設を何度か求めてきたということを先ほどもお話をしたところでございますけれども、

ぜひこの制度、引き続き制度として立ち上げていくということがこれからの松島町にとって

町民、ここで暮らす町民の皆さん、また町の経済をやっぱり回していくという点でも大変有

効に働いていく事業になるのではないかなと、こんなふうに思っております。全国でもたし

か600以上の自治体でこの住宅リフォーム助成制度に取り組まれているのではないかと思いま

す。その効果についてはそれぞれの自治体で大変効果があると、このように評価もされてい

るようでございますので、ぜひ本町におきましても住宅のリフォーム助成制度、あるいは商

店街のリフォームといいますか、リニューアル、こういうものも含めて制度化をして町の経

済活性化に役立てていくと、こういうことが必要なのではないかなと。ぜひそういったもの

を考えていただきたいと、こう思うわけでありますが、この点について町の見解を、町長の

見解をお伺いをしておきたいと思います。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 
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○町長（櫻井公一君）　住宅のリフォーム助成事業につきましては、町民の快適な住環境の形成

はもとより、町経済の活性化にも有用であるという認識はしておりますけれども、今回の事

業のように規模、助成範囲が広い事業の実施につきましては、現段階ではなかなか制度とし

て考えて毎年行えるというような内容にするには、現在ではちょっと町負担が大きくなるこ

とから、国の地方創生施策などを注視しながら検討してまいりたいと思います。また、店舗

へのリフォーム事業につきましては、現在新規事業者への施策として空き店舗リノベーショ

ン事業を実施しておりますので、実績はまだ１件となっておりますけれども、こういった内

容で進めていきたいと。営業中の店舗へのリフォーム事業につきましては、事例の調査も含

めて住宅同様に検討してまいりたいと、このようには考えております。 

○議長（色川晴夫君）　今野　章議員。 

○10番（今野　章君）　全体で住宅リフォーム助成制度、今回172件ということでございました

ね。住宅のリフォームについては毎年度需要がそれなりに出てくるものだと、こう私は思い

ます。そういう意味において偶然、偶然といいますか、こういう状況下の中で町がこの制度

を行ったことによって、172件の方々がこういう助成制度にあずかれたということになるわけ

でありますが、まだまだこの住宅のリフォームをされたいという方はたくさんおるのではな

いかと、こう思うのでありますが、この172件以外の方で、今回申込み、申請したんだけれど

もできなかったという方はいらっしゃらなかったのかどうか、その辺はどうなんでしょう。 

○議長（色川晴夫君）　答弁、佐々木企画調整課長。 

○企画調整課長（佐々木敏正君）　お答えします。 

第２期の終了時点で予算額に達してしまって残念ながら受付できなかった方は今回発生し

ております。 

以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　今野　章議員。 

○10番（今野　章君）　どのぐらいいらっしゃったんでしょうか。 

○議長（色川晴夫君）　佐々木企画調整課長。 

○企画調整課長（佐々木敏正君）　最終的に受付、最後まで残られた方の人数は把握しておりま

すが、あまりにも駐車場に人が多すぎて諦めたとか、あと当日不幸なことがありまして明神

踏切で事故があって申込みに間に合わないということで、後日電話で問合せがあった方が約

二、三十はおられました。 

　　以上でございます。 
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○議長（色川晴夫君）　今野　章議員。 

○10番（今野　章君）　そうしますとまだまだ需要があるんだろうなと。それでその需要に町の

ほうが応えていくということが、町のやっぱり事業者ですね、これを育てていくと、経済の

活性化というだけにとどまらなくて、事業者を育てていくということにつながっていくんだ

と思うんですよ。予算の規模というのはいろいろあるんだと思うんですが、毎年度1,000万、

2,000万、合わせて3,000万取れという話ではなくて私はいいと思っているんです。毎年度500

万、600万でもいいんだと思うんですよ。そういう金額でリフォームの助成をやって町民の暮

らしを支援しますよと、また事業者はそれを取るために町民にいろいろな働きかけもしてい

ただいて、自らの経営を立て直していくというか立てていくというか、そのための起爆剤と

いいますか、そういうものにもなるのではないかと、こう考えるわけです。そういう意味で

は本当に全国で600以上やっているという話を先ほどしましたけれども、どこの自治体でも大

体効果が非常に大きいものだという評価に私はなっていると受け止めているわけで、それ自

体大切なことだと思うんですよ。そういう意味でなかなかお金の問題含めて難しいと。どの

ぐらいの範囲までこのリフォームを認めるのかということも含めてあるとは思うんですが、

こういったものを制度としてやっぱり確立して、町民の暮らしを支え、その事業者の経営を

支えるということにつなげていくという、そういう姿勢が今、町として求められているので

はないかと、こう思いますけれども最後に改めて町長にお伺いをしたいと思います。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　このリフォーム助成につきましては、１回目2,000万の予算を組んで議

会からのご理解をいただいて行ったわけでありますけれども、あまりにも応募者が多くて担

当課だけじゃなくてまず町としてすごい評判というか応募される方が多かったので、ちょっ

とびっくりしたというのが現状でございました。それで相当数の方がやっぱり時間に間に合

わなくてできなかったということだったので、国の地方臨時交付金がまた出ましたので、こ

の枠の中でどのぐらいの額が正しいのか正しくないのか、まず別としてまず組める予算を組

んでみようかということで1,000万組ませていただいて、そして議会に諮って議会からご理解

をいただいて２回目を行ったというのが現状でございます。今、担当課長から30名ぐらいい

たんじゃないかということでありますけれども、正直言って町職員関係者は遠慮したところ

もありますから、そういったものを差っ引くと50ぐらいあったんだかもしれません。だから

今後はやっぱり今後こういう交付金が出てくるかどうか私は分かりませんけれども、町の将

来の後継者育成という観点から見れば、今、商工関係者の方々、それからいろいろな組合を
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見ていますと世代交代の時期に来ていますので、そういう若い人たちに代わりつつあると。

そのときに町が関与して幾らかでもバックアップできるようなことがあれば、それはきちっ

とやっていきたいし、またそういった方々のお話合いも今後多分コロナも少しは、ちょっと

今増えていますけれどもね。今後落ち着いてきてまたいろいろお話しする機会が増えてくる

かと思いますので、そういった中で皆さんの要望を聞きながらきちっと反映していきたいと、

このようには考えております。 

○議長（色川晴夫君）　今野　章議員。 

○10番（今野　章君）　これは町長の今のお話ね、決してやらないということではないと受け止

めさせていただきたいなと、こんなふうに思ってお話を聞いておりました。本当に前々から

このそれこそ10年以上前からこういったお話をさせてきていただいているわけで、どんどん

どんどん町の経済といいますか、特に高城商店街を中心として経済がどんどん沈んでいくと

いうような傾向が見受けられるわけですね。そういう中にあってどうやってこの町の経済を

立て直していくんだといったときに、こうした住宅関連産業がひとつは大きく伸びていくと

いうことが経済にとっては非常に大切なことではないかなと、こんなふうに思ってもいます。

それが１つの起爆剤にもなるだろうし、地元の事業者に仕事を取ってもらうということは、

町の税金が地元でしっかり消費されると、そういうことになるわけですから、今後も引き続

きこの問題について町長には検討していただいて、できれば早期にこうした事業を制度化し

ていただくように最後にお願いをしてといいますか、要望して１問目の質問を終わりたいと

思います。 

　　次に、改めてインボイスの中止を求めることについてということで質問をさせていただくこ

とにしております。これにつきましては、今年６月にも一度質問をしているわけであります。

そのときはいろいろお話も伺ったわけでありますが、いわゆる松島町内に免税事業者と言わ

れる方々は何人いるのかとか、そんなこともお聞きしました。そうしましたら実際上はつか

めないけれども、国等での推計を基にして本町で試算をすると大体900ぐらいのそういう事業

者がおるのではないかと。そのうち適格証明書を発行できる事業者、転換する事業者はどれ

ぐらいかとお聞きしましたら300ぐらいだろうと、こんなお話でした。言ってみれば残りの600

ぐらいは適格証明書を発行するかどうか分からない、そういうグレーゾーンになってしまう

だろうということであります。このいわゆるグレーゾーンになる事業者ということについて

は、いわゆる取引会社との関係で証明書を発行しなければ後々は淘汰されて事業者として事

業を継続していくことが大変難しくなるのではないかと、こういったようなこともお話をさ
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せていただいたと思っております。また、その事業をするに当たって、帳簿関係ですか、こ

ういったものを７年間も保管をしなければならない、そういう制度だということで、この制

度について何とか国に中止を求めることはできないのかということで質問をさせていただい

たわけであります。 

今回改めてこの質問をさせていただくに当たりまして、いろいろ新聞を読んでおりました。

それで出てきたのが10月26日に日比谷公園だと思うのでありますが、ハッシュタグ、私がス

トップインボイスの声を上げるわけと、10.26日比谷ミーティングという、そういう集まりが

あったという記事がありまして、そこにはアニメーターだとか漫画家だとか俳優だとか声優

だとか税理士、また個人事業主、フリーランス、学生と、こういった方々が1,200人ぐらい集

まって、いわゆるリレートークというのをやったらしいんですが、そのリレートークの中に

記事に書いてあった中に、消費税は全事業者に消費税を納めさせようとする制度、消費税は

預り金ではなく価格の一部、財務省は誰のために働いているのかと、こういうふうに言った

という方がいたということで記事になっていたわけであります。私もはっと思ったんですが、

消費税は預り金ではなくて価格の一部だと、こういうことなんですね。私はややもすると消

費税は預り金で益税だと、こんなふうによく言ったりするんですが、それは消費税は価格の

一部でいわゆる税金ではなくて含んで価格になっているんだと、こういうことだろうと思う

んですね。何でこういう話になっているのかなと思ってちょっとネットで私も調べてみまし

た。そうしたら令和２年の３月26日に東京地裁の判決で、消費者が事業者に対して支払う消

費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有していないから、

事業者が当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を消費者との関係で負うもので

はないという判決が確定をしていたというんですね。ですから消費者に物を売ったと。それ

で売ったほうはその消費税を消費者との関係で消費税を私は受け取ったから納めますという、

そんな関係には全然ないんですよと。そこなんだと思うんです。ということで、逆に言うと

消費税というのはその物の価格の一部でしかないと。こういうことなんだなと思っておりま

した。そうやって聞くと、やはりその取引相手からもう少し安くしろやとか、もうちょっと

とか言われていくと、自分の取引する価格を引き下げていかざるを得ない、弱い事業者とい

うのはそういったものだと思うんです。そうしますといずれは赤字覚悟でこれはやらざるを

得ないというところまで追い込まれていく。これが言ってみれば私、免税業者と言われる部

分での立場なのかなと。その免税業者より若干立場が強いのが簡易課税業者なのかなと。こ

んなふうに思って考えているわけです。ですから免税業者というのはそういう意味で非常に
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取引先との関係で弱い立場に置かれて、いわゆる価格を削りに削って商売をしていると。で

すからその消費税を納めろと言われても納める金はない、赤字になっているわけですから。

ですけれども、その赤字の中から消費税というのは納めなければならない税金になっている

わけですね。まさに耐え難いこの税制、これがやっぱり消費税なんだなということを改めて

深く考えさせられたわけであります。 

私たちこの本則課税から簡易課税、そしてこの免税事業者と、こういう区分で消費税の徴

収というのが行われているわけですけれども、そういう点でも今までの免税事業者という取

扱いの仕方自体が中小の商工業者を守る、そういう面があってきたのではないのかなと思っ

ているわけです。今回こうやってインボイスが導入をされて、適格証明書が発行できなけれ

ばやっぱりその証明書を発行する事業者にならなければ淘汰をされていかざるを得ない、そ

うなってはいけないと思うんですね。そういう個人事業者等々の中に本町ではやっぱり農業

をやっている皆さん、漁業をやっている皆さん、その他の個人事業主の方々、大工さんなど

の一人親方、こういう方々がいらっしゃるし、シルバー人材センターの会員と、こういうも

のも当然おられるし、また今もやっているんですかね、起業支援というの、たしか町でもや

っていると思うんですが、その起業支援で改めて事業を興しましょうというような方なども

なかなかこういう制度の下では参入しにくいのではないかなということになってくると思う

んです。この日比谷のさっき話しましたけれども、その記事の中ではアニメーターとか若い

優秀なアニメーター、こういった方々がこの税金をやられると、もうやっぱりやれないとい

うことになって諦めてしまうのではないかということが大変危惧をされているそうです。そ

ういう意味で６月に私がこのインボイスの中止を求めて以降、そうしたフリーランス、ある

いはアニメーター、漫画家、俳優、こういう方々が非常に大きな声を上げ始めて、改めて中

止を求める声が広がってきているという状況もあるということだそうでございます。そうい

うことを踏まえまして、改めて松島の町長として、国でやる制度なのでなかなか町からは言

いにくいとか、いろいろあると思うのでありますが、町の経済含めて町民の暮らしをやっぱ

り守っていくという意味においては、このインボイスの中止を求めるということが大変大事

な課題になってきているのではないかと思いますので、改めてその点について町長の見解を

お伺いをしたいと思います。 

○議長（色川晴夫君）　答弁、櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　今、インボイスについて今野議員から様々な視点からお話をいただきま

して拝聴しておりました。来年の10月からいよいよインボイススタートするよという年の１
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年ぐらい前から世の中うまくできているなと思うのは、これは個人的なことですから、報道

の方もいらっしゃるようですがね。各マスコミ等がいろいろ来年いよいよ始まるインボイス

について是々非々は別として取り上げていることは確かであります。私も今、ここに日経が

いいか悪いかは別として全部これ全面使ってインボイスに備えている記録だとかとこういう

ことで書いてみたり、環境を整備しなさいとか、連合の日野会長さんはインボイスを導入す

ることは認めるとか、それから今、今野議員さんが言われたアニメ声優がこうですよという、

こういうお話もこういった内容で聞いております。ただ、こういった国の施策に対して私は

今のところは国に中止を求める考えはないのかということであれば、６月定例会で申し上げ

た内容と同じでありまして、国の進める制度としては町としてすぐ今、意見を言える立場で

はないと、あのとき答弁していますし、そういう考えでおります。ただ、それからちょっと

立場を変えてこの間ちょっと動いたので、そのことは後でまた申し上げますけれども、現時

点で考えは６月とはそう変わってはおりません。 

○議長（色川晴夫君）　今野　章議員。 

○10番（今野　章君）　国に対して意見を言う立場にないと、たしかこんな感じの答弁だったな

と思っておりますけれども、やはり町のトップですからね。今、お話ししたように松島町に

来て何か起業をしようとか、新しいことを始めようという方々もなかなかこの事業を始める

に当たって、こういった問題があるとちゅうちょしがちになるということもあるのかなとい

うこともありますし、当然農業や漁業をやっている皆さんの中でも、いや、面倒なことが始

まったということになることもあるのかなと。また先ほど最初にもお話ししたように、大体

推計ですけれども、900ぐらいの免税事業者のうちで600ぐらいは適格証明書ですか、これを

発行する事業者にはならないのではないかと、こんな推計もしているということで、結局町

の経済を本当に小さな力かもしれないけれども、そういう方々が支えている、その支えてい

る部分がなくなっていくと。これはすぐになくなるとは言いませんけれども、だんだんだん

だんやっぱり淘汰されていくと、こういうことにつながっていってしまうのではないかなと、

こう思いますものですから、ぜひ町長にはその点については今の時点でそういうお考えだと

いうことであります。実際に始まるのは来年の10月からですから、まだ10か月ぐらいは時間

があるわけで、私としてはさらに広く意見も聞いていただいて、国に対して言うべきことを

しっかり言うという、そういうぜひ町長の姿勢になっていただければと、こう思いますので、

その点についてはお願いにしておきたいと思います。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 
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○町長（櫻井公一君）　答弁書にないことを答弁しようと思ったら大変ですけど。正直言って６

月にそういう今野議員からインボイスについていろいろお話しされて、その当時の考えはそ

うです。それも今、間違っていたとは思いません。別に松島が国に立ち向かってどうだこう

だということではないので。ただ、それ以降様々な機会で県内の首長さんだったり、いろい

ろな方々とお話合いをするときに、インボイスということも町村会の中で出たことも確かで

あります。インボイスについて町村会がどうしようか、宮城がどうしようかという話も会議

の中では出ております。その会議の中で出たものを今度全国で展開していったときに、やっ

ぱりいろいろなところでそういうインボイスというのが、別に宮城県だけがインボイスをや

るわけじゃないので、これは全国的な問題だということで、町村会としてインボイスについ

てもう少し考えてみてはどうかという意見が強くなっております。このインボイスについて

の適格請求書等の保存方式等々についても様々なご意見を申し上げさせていただいて、実は

今年の11月、全国町村長大会がありましたけれども、このときに20番目の中で商工業の振興

対策の推進という中で、実はうたわせていただいて、令和５年度から始まるインボイスにつ

いて内容等をもう少し的確に精査したらいいのではないのかという意見書にまとめて、これ

で国に要望させていただいております。今、今野議員からＪＡ等の話も出ましたけれども、

ＪＡとかそれに関する卸業者に関しては免税になっておりますので、そういった考えの拡大

についてもいろいろ検討するようにということで、こちらから申し上げて各担当部署に分か

れて国に要望活動を今年からやっております。 

○議長（色川晴夫君）　今野　章議員。 

○10番（今野　章君）　現状の制度が発効していくということに向かって、その中でどれだけ痛

みが緩和できるのかということでの対応を首長さん方の中で取り組まれているということの

お話だと伺います。大事なことは私は、やっぱり多くの免税事業者がいるんだと思うんです。

日本でですね。そういう方のかなりの部分が淘汰をされていってしまうと、そこだと思うん

ですね。ですから私としてはやっぱりこれは中止するしかないのかなと。できればやめてほ

しい、中止というとまた始まるイメージがありますけれども、できればやめてほしいという

ことになるんだと思うんです。ただ、今、お話聞いたように町長がそういう形でいろいろと

努力をされているということは理解をいたしましたし、さらにインボイスによって置かれる

事業者等々の状況を把握をしていただきながら、中止なりなんなりという、あるいはさらな

る延期というんですかね、もう少し来年の10月と言わずあと３年、４年先にしてとかという

こともあるのかもしれません。そういったことを含めて検討をいただければと思います。 
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２点目に移りますけれども、２点目については町のほうの取組についてお伺いをするとい

うことで、町としてもこの適格証明書の発行ができる事業者に多分ならなければならないん

だろうと思います。一般会計だとか企業会計だとか特別会計だとか、いろいろございますけ

れども、その辺の登録事務関係ですか、今、どの辺まで進んでいるのか。どのような形で進

めているのか、その辺についてお聞かせをいただければと思います。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　町のインボイス制度についてどのように取り組んでいるのかということ

であれば、今、議員からお話しあったとおり、一般会計なりの中でもそうですし、それから

特別会計、下水道、水道、観瀾亭等々ございますけれども、その中で既に申請しているもの

についてもあります。これは来年３月までということであるので、水道事業所に関してはイ

ンボイスの登録の準備段階は今、しているところであります。町として今度そういったこと

を含めて取引業者にも案内していくことになるのかなとは思っております。 

○議長（色川晴夫君）　今野　章議員。 

○10番（今野　章君）　これ担当課ごとに登録するんですか。それとも一般会計として町長部局

として１本になるのか、ちょっとその辺が事務の登録の仕方としてどうなるのかよく分から

ないので、ちょっとそこら辺について詳しく教えていただきたいということと、今、町長か

らお話ありましたけれども、取引業者との関係ですね。当然これあるわけですが、インボイ

スの登録を取引業者に求めていくことになるのかどうか、そういうことについてはどうなの

かということ、その辺についてもう１回お願いしたいと思います。 

○議長（色川晴夫君）　佐藤財務課長。 

○財務課長（佐藤　進君）　インボイスの登録関係につきましては私のほうから答弁させていた

だきたいと思います。登録についてはおのおのということになりますので、一般会計で１つ

とあと観瀾亭等特別会計で１つと、あと下水道事業特別会計で１つ、水道事業会計で１つと

いうことで、４つおのおの登録するようになります 

以上でございます。（「次」の声あり） 

○議長（色川晴夫君）　佐藤財務課長。 

○財務課長（佐藤　進君）　すみません、あと取引業者にインボイスの登録を求めるのかという

ことでございますが、こちらにつきましては町でも県内いろいろな、宮城県内では県外でい

ろいろ様々ちょっとあったようですので、町としては現在はこの取引業者に対してインボイ

スの登録は求めないというような方向でございます。あと今野議員ご承知だと思うんですが、
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政府でも中小企業に対しての税負担の軽減とか、そちらについて様々検討しているようです

ので、そちらについても注視してまいりたいと考えているところでございます。 

　　以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　今野　章議員。 

○10番（今野　章君）　免税事業者にインボイス登録を求めないと、こういうことになりますと、

当然町のほうでその消費税分を背負わなければならないと。こういうことになるかと思うん

ですが、言ってみればこういうのも失礼かもしれないけれども税金の無駄遣いみたいな話に

もしかするとなるかもしれない。町で背負うことになる税額ということについてはどのよう

に考えているんですか。 

○議長（色川晴夫君）　佐藤財務課長。 

○財務課長（佐藤　進君）　確かに今野議員おっしゃるように町で税負担が生じるという話にな

りますが、求めないということではございますが、制度開始から当面の間、ちょっと経過を

見ておいてその辺でちょっと判断をしていきたいということで、10月１日からすぐインボイ

ス登録していない業者は排除とか、そうなりますと公正取引委員会とかそちらのほうでもそ

れはＮＧですよという判例で出ていますので、ちょっと求めないというのも経過というか様

子を見させていただきたいということでございます。 

　　以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　今野　章議員。 

○10番（今野　章君）　公正取引委員会からの排除勧告だ何だ駄目だよということがあるよとい

うことのお話ですけれども、国でも当然分かっているわけですよね。そういうふうに免税事

業者を排除しないでやればそれぞれの事業のところで事業者が負担をしなければならないと

いうことは国でも分かっていると思うんですが、そのことに対して国で補塡するとかなんと

かという話はあるんですか、ないんんですか。その辺はどうなんでしょう。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　そういう話は今のところないと思います。あれば最初からどうのこうの

とはあまり言いませんし、ないので国のほうに要望申し上げていかないとうまくないという

ので、今回要望に至ったという経緯もあります。それからこのインボイス、来年の予算を組

むときに、担当課からはもしこれ二重でかぶる場合、どのぐらい影響があるんだという話も

実は聞いておりますけれども、それを仮に無理無理通すよりもまずは10月から３月までのや

つをしっかり把握して、令和６年度に反映させるほうが確かであると。そしてまたそのぐら



６６

いの余裕を持って町内の業者の方々、また関係する業者の方々にご通知申し上げることが必

要なんだろうと考えて、こういう決断に至っています。 

○議長（色川晴夫君）　今野　章議員。 

○10番（今野　章君）　そうしますと半年間は猶予で見るけれども、それ以降についてはどうな

んだという話にやっぱりなるんだと思うのね。それ以降についてはそうするとその免税事業

者とは取引をしないよという話に進んでしまう話じゃないのかと、今の話だとね。どうなん

でしょう、その辺は。 

○議長（色川晴夫君）　佐藤財務課長。 

○財務課長（佐藤　進君）　先ほどと同じ答弁になりますが、免税業者だからそういう排除とい

うことはやってはいけないですよということになりますので、どちらがという話になるかと

思うんですが、当面の間、半年間ならず当面の間、ちょっと様子を見守りながら町としては

対応していきたいということでございます。 

　　以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　今野　章議員。 

○10番（今野　章君）　分かりました。ぜひこの点でも町の事業者が守られるようにぜひ考えて

いただいて進んでいただければと思います。 

インボイス関係３点目ですけれども、いわゆる個人事業主である会員を抱えたシルバー人

材センターのインボイス問題についてということであります。これについても６月に質問を

させていただいております。そのときは大ざっぱに言ってですけれども、シルバー人材セン

ター自身の問題として縦横の連携を含めた努力を求めるといったような内容の答弁だったな

と、このように思っているわけでありますが、私が質問して以降、シルバー人材センターと

の関係でお話合いがされたのかどうか、されておればいろいろな問題についてその問題解決

の方向性などについて話し合われたのかどうか、ここに書いてありますように会員のインボ

イスの登録状況であるとか、あるいはこの登録が進まない場合に発生する問題、さらには消

費税を誰が払うのかということについて、それを解消するための話合いなどなどがあればお

聞かせをいただければと、このように思いますのでその辺についてお伺いをしたいと思いま

す。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　シルバー人材センターからのいろいろな要望については町のほうにも２

回ほど来ていただいて、インボイス制度についての要望はいただいておりますし、多分同じ
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ようなことが議会にも伺っていると聞いておりますので、その内容等についてはちょっとそ

ちらのほうでも同じ内容ですから。よろしくお願いしたいと思います。様々なことが書いて

あるんですけれども、令和５年度よりの受注をやると事務費が大変になってくるんだという

のが総括で、ですからシルバー人材センターとすればやっぱりこういったインボイス制度は

とてもじゃないけどやっていかれないと。ますます大変になってくるというのが現状の内容

だったと思います。やっぱり町として今年だったですか、去年だったですかね。ちょっと年

度がもし間違っていたらあれなんですけれども、なかなか県内でもシルバー人材センターが

なかった自治体もございました。それがやっと大衡にもシルバー人材センターができて、今、

定員100人以下のどうのこうのが補助財源がどうのこうのということがあるんですけれども、

その内容等についても今後検討したほうがいいのではないかと。市で会員数が何名以上とい

うのと、それから町村の人口での会員数の何名以上の補助というのは一定額にするのはおか

しいのではないかというのが実は10月の市町村長と県部局との話合いで出ておりまして、そ

の辺の補助の内容についても少し考えてほしいという話をさせていただいております。それ

からまたシルバー人材センターについては先ほどのいろいろなＪＡさんとの話もありました

けれども、ああいうように本当にシルバー人材としてはどうなのかということをもう１回考

えてみてはどうなのかということを国のほうに実はこのときも申し上げていて、特例措置を

お願いしたいということを町村長一致の考えで国のほうには出しております。だからといっ

て必ずそうなるというわけじゃないので、この間シルバー人材センターでシルバーの方々の

理事長以下、役員の方がいらしたときには、とにかく今はすぐに町として、分かりました、

じゃあこうしますというわけにはいかないので、まずは来年ちゃんと様子を見ていくからし

っかりそこで町としての考えをさせてほしいと。今、国がはっきりこうしますとは言ってい

るものの、やっていいかどうかも実はぐらついてきているんじゃないのかなと個人的には思

っていますので、そういったことも含めて町としてしっかり受け止めて、別にシルバーさん

を突き放すとかそういうことじゃなくて、シルバーさんがあっての高齢化社会はこれからま

すます増してくるわけであって、高齢者の方々が生きがいを感じる職場として、まだまだ活

躍してもらう職場としてやっていただくためのシルバーでございますので、そういったそこ

ら辺に対しては町としてもしっかり対応していきたい、このようには思っています。 

○議長（色川晴夫君）　今野　章議員。 

○10番（今野　章君）　私たち議会にも今年11月22日にシルバー人材センターから要望書という

んですかね、そういったものをいただいております。町のほうでも多分同じものだと、こう
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思います。下のほうをちょっと読みますけれども、令和５年10月からの消費税のインボイス

制度導入に伴い、会員へ支払う配分金の消費税分に係る仕入れ控除の段階的な廃止による税

負担の拡大、世界的な経済不安や為替相場の急激な円安等に端を発した物価の上昇等、事務

的な経常経費が増す中で、事業運営費の確保のため、事務費についても改定せざるを得ない

状況にあります。加えて当センターの事務所の賃借料年額77万6,004円も大きな負担となって

おります。ご存じのように公益事業会計は収支相償の原則から、収益から費用を差し引いた

経常損益がゼロまたはマイナスとなるよう定められています。したがって利益を出すことが

できず、その財源については国、町の公的補助金に求めざるを得ません。令和４年度の国庫

補助の算定基準額は補助対象経費1,701万7,000円の２分の１の805万8,000円となっておりま

すが、国の補助金の交付限度額は当該自治体への補助金の額と規定されていることから、町

からの補助金と同額の560万にとどまっております。このような現状をご理解いただき、町議

会の皆様におかれましては、とこんな感じで要望書が来ているわけであります。 

端的に言うとインボイスが導入されれば事業運営のための事務費についても困るし、もう

１つ重いのはセンターの事務所の賃借料だと。さらには国補助の算定基準に対して805万8,000

円まで補助金が見込めるところを560万ということで、これ560万掛ける２で1,120万ですから

ね。差し引きますと600万近く国基準からすると当町の補助金は少ないよと、こういうことを

多分ここで言っているんだと思います。大体この３つぐらい、３つかな、４つぐらいに集約

される内容だと思うんですが、その辺の関係についてこの要望書も出ておりますので、出て

間もないといえば間もないんですが、前々からこういった問題について多分意見交換もされ

てきているんだと思うんですが、それぞれ事務費、それから事務所の賃貸料ですか、また補

助金、この関係についてどんなふうに現状考えておられるのか、改めてお伺いをしたいなと

思います。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　今野議員も議会、私以上に長いわけでありますので、シルバー人材セン

ターが発足した経緯、それから今の場所に収まって賃貸のことについても町が独自にその当

時の首長さんが勝手にやったわけじゃなくて、シルバー人材センター側とそれから町、そし

て最終的には議会ということで、お話合いをして積み重ねてきたんだろうと思います。です

から560万になった経緯というのもちょっといつの年だったか私も分かりませんけれども、も

っと前はあったと思います。それを下げることに同意をしたのも我々も同意をしているわけ

でありますので、そういった経緯があってここに来ているんだろうと。来年からインボイス
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が始まるから今、こういったものについてどうだということであるのであれば、ちょっとそ

れはまた違うのではないかということで、事務所経費、事務的経費が大変になってきて、で

すから固定的にかかる家賃、それからそういったものについてのものについて少し町で面倒

見てくれないかと。それから町が補助金100万上げれば国のほうでも100万プラスになるよう

になるので、それで今、シルバー人材センターとしての蓄えを少しずつでも調整しながらや

っていきたいというのが総意だと思います。ですからそのこと自体に対しては１つ１つのこ

とじゃなくて、全体的な考え方としてはそうなってくるんだろうなということで、内容は把

握しております。ですから来年から直ちに令和５年度からこういったものについて家賃を下

げますよとか、そういう答弁はしていませんし、お答えもしていません。まだ５年度もこの

間予算はもうある程度組んで固定化しているので、その家賃等の件に関しては、今、ここで

下げてどうのこうのということにはならないと。ただ、先ほどもお話ししたように、シルバ

ー人材センターとしての今後の運営等についてはしっかりと把握して、町でここだというと

きにはきちっと状況を判断して、議会の判断を仰いでやっていくと、こういうことでそれ以

上もそれ以下の答えもしていませんというのが現状でございますので、よろしくお願いしま

す。 

　　それから要望に関しては、今、頭だけが町なのか議会だけということだと思います。内容は

全部一緒だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（色川晴夫君）　今野　章議員。 

○10番（今野　章君）　補助金の金額についてのお話ありまして、私は大体当初予算で基本的に

反対の立場で来ているので、賛成したのかと言われると賛成したつもりはないけどという話

になるんですけれども、いろいろ減った経緯は多分あったんでしょう。たしか私、700万以上

を超えていた当初、シルバー人材センターが立ち上がったときは700万以上あったのではない

かなと思っております。ですからそこからすると560万というのは100万以上、150万ぐらい下

がっているのではないのかなというイメージですけれどもね。今の時点での。そんなふうに

思っております。これは会員さんだとか事業の規模とか、そういうものによって決まるとい

うことで、現在本町のシルバー人材センターのこの補助の大枠でいうと最大1,800何がしと。

このぐらいになりますよということですから、そこのところをやっぱりまず基本に立ち返っ

て、そういう中身にしてはどうかということがあるのかなと思います。家賃についてもシル

バーさんから議会に配慮いただいて、１冊見せていただきました、私もね。家賃についても

他自治体と比較するとやっぱり七十何万というのは高いのかなと。公共施設の一部を貸して
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いる自治体もあれば、極めて安い自治体もあると。こういうことで見ると松島で受け取って

いる家賃というのは比較的高いのかなと、そういう意味ではここに書いてあったのかどうか

忘れましたが、もう少し減免するという考え方もあってしかるべきなのではないかなと、こ

んなふうにも思いました。前回６月に聞いたときは、インボイスが導入されることによって

どのぐらいの消費税の負担増になるのかというようなことを聞いたとき、たしか300万近く負

担増になるのではないかということのお話でしたから、言ってみればそこが補えるのか補え

ないのかということが話のポイントになってくるんだろうなと。そうしますとこれ計算して

みると、大体今、お話ししたところ補助金を大体ほぼ満額に引き上げていただいて、家賃を

大まけしてもらうとそこに到達するのかなという、大体これを見るとそういうことなんだな

と思ってね。読ませていただいたわけですけれども、そういうことが町長のお話ですとまだ

まだこれから考えるんだよと。半年ぐらい余裕がまだあるというような感じの答弁なのかな

と思って聞いたんですが、そういうことでよろしいでしょうか。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　私がここで答えてやります、やりませんというのはなかなか難しい。た

だ、先ほどもお話ししましたけれども、この中でシルバー人材センターにおいては所属して

いる会員はインボイスを発行できない免税事業者であることから、仕入税額控除ができなく

なり事業に及ぼす影響が極めて大きくなるため、安定的な事業運営が可能となるように、特

別な措置を講じることということで結んでおります。この特別な措置というのがさっきのＪ

Ａさんなどと同じ内容で少し考えたらいいんじゃないかと。先ほどいろいろな職業の方、お

話しされたけれども、そういった方々がいらっしゃるのではないのかと。だから対象者をも

う１回考えろということだと思うんですね。そのことについては今、ちょっと国のほうでも

考え直しているんだろうと。そこがはっきり決まらないうちに、町でこうしますということ

にはなかなかできない。また家賃もここでじゃあ分かりました、こうしますとはいかないと

いうことなんです。確かにかぶり300万ぐらいなのかなと。137人ぐらいいると話も聞いてお

ります。だから町とすればまずはシルバー人材センターにも令和５年度も町としてのいろい

ろなお仕事をお願い申し上げて、この間11月来られたときは災害以外のものを実は今度また

お願いしたいと。災害が来るとすぐこちらのほうにシルバーさんよろしく頼むとかという

我々もお願いしやすいところもあって、頼んでいろいろ助けてもらっている経緯もあります

ので、そうじゃなくて年間を通して安定した働く場所の提供なども今、考えて増やしており

ますので、まずは会員さんが働く場をきちっと町としての仕事の中でやっていただく、こう
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いったことは確約してやっていきたいと、このように思います。 

○議長（色川晴夫君）　今野　章議員。 

○10番（今野　章君）　一応分かったと言いたいところですけれども、いわゆる特例ですよね、

特例といいますか、登録をして納める金額はあれじゃないですか、段階的に引き上げていく

という話のことなのかどうかなと。その辺ちょっと分からなかったんですね。特例というの

がね。いわゆる2029年までにこの100％にしていくというたしか、そういうことでの特例なの

かなと思って聞いたりもしているんですが、まるきり除外するということにならないと、い

ずれは25年ですね、５年目、６年目には100％この負担をしなくてはならないという話になる

という考え方でいいのかどうか、29年まで100％だということであれば、これはいずれ今と同

じことになってくるわけなので、ちょっと私も今、記憶が薄いのでその辺ちょっと確認をさ

せていただきたいと思います。 

○議長（色川晴夫君）　答弁求めますか。（「分かれば」の声あり）。佐藤財務課長。 

○財務課長（佐藤　進君）　多分今野議員さんおっしゃったのは免税事業者からの課税免除に関

する経過措置という話だと思うんですが、令和元年の10月１日軽減税率等の実施で、それか

ら４年間ということで据え置きというか全額控除が可能でしたと。それから今の状況ですと

適格化保存の方式の開始ということで80％の仕入控除ということで３年間と。その後に50％

の控除期間で令和８年から令和11年までの３年間と。その後については控除不可ということ

で多分これが2029年にこの段階的に引き下がると、控除分が引き下がるということに、その

ご質問だと思っております。 

以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　今野　章議員。 

○10番（今野　章君）　そういうことでの対応だということだといずれ100になるので、早い時

点で対応方を考えていただきたいということでございますので、よろしくお願いをしたいと

思います。十分に気にかけていただいて、シルバー人材センターにとってもいい方向で答え

を出していただけると、このように確信をしてこの問題についての質問を終わらせていただ

きたいと思います。 

○議長（色川晴夫君）　今野議員。１時間過ぎましたので、ここで休憩に入りたいと思います。

再開は15時45分にいたします。（「１つ残っていたったな」の声あり）１つ残っています。 

　　　　　午後　３時３０分　　休　憩 
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　　　　　午後　３時４５分　　再　開 

○議長（色川晴夫君）　再開いたします。 

　　今野議員、質問願います。 

○10番（今野　章君）　それでは学校給食の無償化ということについて、質問させていただきた

いと思います。この学校給食の無償化につきましても、2017年の３月とそれから2021年、昨

年の３月と質問をさせていただいております。今回質問するに当たりまして、これも新聞を

読んでおりました。新聞赤旗を読んでおりましたら、広がる学校給食無償化という記事が掲

載をされておりました。記事によりますと、2017年に小、中学校共に無償化した自治体は76

だったものが今年10月29日時点で224自治体へ５年間で３倍化していると、そういう記事であ

りました。その後もありまして、実は昨日、おとといですかね、12月３日の新聞赤旗にも同

様の記事がまた掲載されておりまして、小、中学校共に給食が無償の自治体は256自治体とな

ったということで、32自治体ぐらい調査したらさらに増えたと、こういうことのようであり

ました。そのほかに小学校のみの自治体が６、中学校のみの自治体が11あると、こういう報

道内容でありました。そのほか保護者負担を少しでも減らそうと、こういう半額補助である

とか、第３子からの無償化、あるいは中学校３年生のみの無償化と、こういった一部無償の

自治体が多数存在していると。これは2017年ですかね、文科省で調査した時点でもそうした

自治体がたしか相当数に上っていたと記憶をしておりますが、そういう自治体がたくさんあ

るということでございます。記事の中では宮城県の富谷市でも来年４月から小、中学校の給

食を無償化すると、こういうことで議会等でも報告をされたと聞いておりますし、また宮城

県内では隣の大郷町や七ヶ宿町、大衡村が小、中学校共に無償化をしているほか、名取市や

川崎町、それから山元町、南三陸町、こういったところで一部無償化ということが実現をし

ているようでございます。また、隣の利府町においても無償化の検討がされていると、こう

いうふうに聞き及んでおります。12月の定例議会に既にこうした議案が上程をされたという

ような話にもなっているようであります。 

本町におきましても給食の無償化ということに向けてぜひ検討もしていただきたいと、こ

のように思いますし、検討すべきだろうと、このように思っておりますので、現状について

お伺いをしたいと思います。まず初めに本町での小、中学校の完全無償化を行った場合の財

源、どれぐらい必要になるか。また、段階的に、例えば中学校だけ、あるいは中学３年生だ

けとか、こういうふうに分けてやった場合にどのぐらいの財源がかかるか。こういったこと

についての試算についてお伺いをしたいと思います。 
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○議長（色川晴夫君）　答弁、櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　今野議員の学校給食の無償化についての答弁については、今、お話しさ

れた１問、２問等々については教育委員会のほうから答弁させていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（色川晴夫君）　答弁、千葉教育次長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君）　給食費の完全無償化についてでございますが、小、中学

校の給食費を完全無償化した場合、総額で約4,140万円の財源が必要となります。中学校だけ

の無償化ですと約1,560万円の財源が必要となります。また、中学３年生のみの場合は約460

万円必要となります。 

　　以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　今野　章議員。 

○10番（今野　章君）　ありがとうございます。２点目ですね。学校給食費の滞納状況の推移及

び物価高騰に伴う給食費の収入状況への影響などは出ていないか。また、所得の低い世帯に

対する給食費の支援拡大として、就学援助費の枠の拡大、こういったことも考えられると思

いますが、見解をお伺いをしたいと思います。 

○議長（色川晴夫君）　千葉教育次長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君）　本年度の現年度分の徴収率でございますが、11月時点で

56.6％です。昨年の同時期が56.5％ということで、ほぼ同じ数値になっている状況でござい

ます。子育て世帯への給付金等の支援があったことも影響があるかなと考えております。徴

収率に関して言わせていただきますと、現時点での大きな変化はないものと捉えております。

また、就学援助費につきましても同様に低所得世帯に対する物価高騰に伴う支援等を行って

いることから、枠の拡大は考えておりません。 

　　以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　今野　章議員。 

○10番（今野　章君）　分かりました。次、３点目です。物価の高騰が現在も続いているわけで

ありますが、賄い材料への影響はどのような形で現れているか。また、物価上昇に対する今

後の町の対応について考えをお伺いをしたいと思います。 

○議長（色川晴夫君）　内海教育長。 

○教育長（内海俊行君）　教育委員会全体への質問かと思いますので、私のほうから答弁させて

いただきます。賄い材料費につきましては、物価高騰により非常に厳しい状況ではございま
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すが、栄養士等がおかずの質や量を減らさないように献立を工夫しながら、材料の仕入れを

し、給食を提供するように対応しております。また、先ほど小澤議員さんからもお話があっ

た地場産品、それからなるたけ農薬を使わない果物、野菜等も念頭に入れながら作っている

ところです。 

　　以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　今野　章議員。 

○10番（今野　章君）　そうしますと現状で物価上昇に対する値上げとか、給食費の値上げです

ね。こういったことについてこの今の状態でいけるということでよろしいのかどうか、その

辺もう１回確認をさせてください。 

○議長（色川晴夫君）　千葉教育次長。 

○教育次長兼教育課長（千葉忠弘君）　給食につきましては、おおむね５年程度を目安に議論、

協議をしているところでございます。前回の改正が令和元年度に議論しまして、令和２年度

から取り入れているものでございます。現時点での考えなんですけれども、今年度と来年度

の状況を見据えながら、令和６年度をめどに給食費の改正に係る審議も考えなくてはならな

いのかなと捉えております。 

　　以上でございます。 

○議長（色川晴夫君）　今野　章議員。 

○10番（今野　章君）　分かりました。４点目ですね、学校給食費の無償化ということで、高齢

化が本当に本町では進んでいると、こういう状況であります。この松島にとって子供たちは

本当に松島の未来だと、次世代につながる子供たちのためにお金を使うことは町民の理解を

得やすいのではないかと、このように思うわけでありますが、無償化についての町長の見解

といいますか、先ほど小澤議員の質問で子育てで大切なことは何かと、こう問われてそれは

愛情だと、このように答弁をされておりました。愛のこもった答弁をぜひお願いをしたいと

思います。 

○議長（色川晴夫君）　櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　結論から申せば給食費を無料化にする考えは今のところないと、ありま

せん。先ほど教育次長が給食費の値上げについてもどうなんだという質問がございましたけ

れども、セオリーどおりの答弁をしていますけれども、実は私からは値上げが本当に必要で

ないのか今すぐ検討しろという指示はしております。というのは令和元年度に考えたときの

状況と今とではもう大分内容が変わってきている。それは何が変わってきているかというと、
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やっぱり燃料費もそうだしいろいろなものがもうどんどんどんどん値上がりしてきていると、

そういった中で町がどこまでじゃあ負担をしていかなくてはならないのか、原点に１回戻る

必要があるだろうということでやってはおります。だからといってすぐ給食費を値上げしろ

ということではなくて、例えば来年度の令和５年度の賄い材料の予算などについてもしっか

りその辺を見据えて町からの支出を考えてほしいということではお話は申し上げております。

学校給食費については今野議員がこの質問で各自治体のお話の話をされたのも私も重々把握

していますし、256件の自治体というお話がありましたけれども、これが市町村で256という

のが多いのか少ないのかという議論になれば決して多いほうではないと思うんですね。３割

いっていないんじゃないかと思います。だからそういった中で町はじゃあどういうふうにや

るかというと、やはり今すぐ4,100万とか200万の自主財源を毎年ここに出していくというこ

とはなかなか今の財政状況では難しい。だからといってやっぱり私が就任してもう７年を過

ぎましたけれども、始める一番平成27年のときに、給食費じゃなくて医療費について当時の

財務課長といろいろ話合いをして、公約にこういったものを挙げたときに実現できるかでき

ないかということで、いろいろ課長と相談させていただいて、結論的にあの当時の話ですと

3,500万ぐらいであれば何とかいくのではないだろうかというお話合いもできて、それで公約

の中に入れて出たという経緯があります。ですから今、お話しされた自治体の首長さん方は

こういった内容を今度いろいろな自分の公約の中で進めてこられた自治体が多いのかなと思

っています。今朝の利府のこともお話出ていましたけれども、１回目は否決されたと。２回

目は今度は小学校高学年、中学校高学年だけに絞ってやっていきたいということで、明日か

らの議会にかけるようでありますけれども、これについてはどうなるか私も分かりませんけ

れども、栗原にしても何にしてもみんな公約で来たんだろうと思います。ですからそのとき

に公約を立てた首長さんがどういう試算をしてやられたかについてはその自治体、その自治

体の内容によって異なるんだろうと思います。いいか悪いか２市３町ではなかなかそういう

話が、宮城郡内の２市３町では出てきませんので、利府だけがちょっと自分の公約でという

ことで今、出ていますが、これらについても国がもう少し、県ができれば関与して、子育て

世帯を応援するというのであれば、１自治体だけじゃなくて国が責任を持ってバックアップ

するよと。それだけ何も例えば３分の１なら３分の１でもいいんです。やるからあとは県と

町で何とかせいというのであれば、そこはそこでちゃんと土俵に乗ってやるべきだと思うん

だけれども、これが自治体が100でやると言われると、なかなか厳しいものがあるというのが

現状であります。そういうこともございますので、無償化を実施する、今すぐ実施というこ
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とについては考えられないということであります。 

○議長（色川晴夫君）　今野　章議員。 

○10番（今野　章君）　分かりました。全国で250幾つかの完全無償化の自治体が出てきたと、

これは僅かの間に３倍以上になっていると。こういう状況ですから、こういう状況というの

は急速に今、進んでいくんだろうと。５年前調査したときは大体人口１万人前後、それ以下

の自治体でのこうした施策が多かった。ところが今、現状を見ますと、宮城県もそうですけ

れども、富谷市とか利府町さん、こういったところをはじめ東京だと区丸ごととか、市丸ご

と、青森もそうですね、青森市もこの10月からスタートしていますけれども、比較的人口の

多い自治体でも給食の無償化というのが始まってきているんですね。ですからこれはこれか

らどんどんどんどん医療費の無料化と一緒で広がっていく可能性が私は強いのではないかと、

こう思います。今、町長からお話あったように、それじゃあ財政力の弱い自治体はどうする

んだという課題がどうしても出てくると思うんですよ。そういう意味では私は町長と同じ気

持ちです。これは医療費の問題でもそうだと思うんですよ。県や国がやっぱりどう取り組ん

でくれるのかということもひとつ大きい鍵だなと、こう私も思います。しかし、現状を変え

るのは結局地方自治体が声を上げていかないと変わらないというのが今の政治の現状ではな

いかなと、こう思っているわけです。ですから厳しいんだけれども、完全無償化とはいかな

くても、じゃあ私がさっき聞いたように中学校３年生だけでも、義務教育の最後だけでもま

ず取りあえず無償化しようじゃないかと、400万ちょっとですよね。試算でいきますとね。そ

ういうものでまず足がかりをつくっていくと、そうしたものを踏まえながら国、県に対して

やっぱりこんなにも人口減少で年間100万人を切る、そういう出生状況、これをやっぱり改善

していくためにはそういう若い世代への支援、この物価高騰の中で苦しんでいる子育て世代

への支援ということにつなげていくということが私は非常に大事ではないかなと思うんです。

なかなかお金の問題があって簡単にはやろうとならない、それは首長の立場としては私、理

解しないわけではありませんけれども、現状を打破するためにどうするんだということを考

えるのも首長のひとつ考えるべきものではないかなと、こう思うんです。そういう意味では

すぐに完全無償化とはいかなくても、私が今、お話ししたような形で、例えば中学３年生か

らとか、一部分からでもいいし、いろいろな取組があります。さっき言った中にも第３子と

か第２子から無償にしますよとか、そういったことを含めて松島でも考えたらいかがなのか

なと。 

この間議会報告会をやっていましたら、桜渡戸の区長さんから最後に松島で企業誘致して
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それで企業に来てもらうのはいいと。だけれども住むのは大郷ではねと、こういうお話があ

りました。せっかく企業が来ても住むのが大郷だったら税金は大郷に入っちゃいますよね。

そういうことも含めて考えると、大郷町は学校給食完全無償化です、今ね。そういう状況で

すから、選択肢としてどうなっていくのかと、こういうこともあります。そういう意味で全

額とはいかないまでも、松島も学校給食の無償化、今、始めているんですよ、あるいは段階

的にでもこれを充実させていくんですよという姿勢を示していくということが大事なことで

はないか。こう思うので、今回は質問の頭書きでも検討してみてはどうかと書いたわけです。

すぐやれとは言っていない。検討してみてはどうかと、そうじゃないとこれはやっぱり周り

の市町村から後れを取って、やはり松島が埋没していかざるを得ない、こういうことにもな

るかと思うので、そういうことを踏まえて改めて町長にお伺いをしたいなと思います。 

○議長（色川晴夫君）　答弁、櫻井町長。 

○町長（櫻井公一君）　本来なら響きのいい答弁をすればいいんだろうけれども、やっぱりこう

いう政策的なものについては、やっぱりしっかりとしたものを考えてやらないと、その場限

りであと駄目だったというわけにはいかないわけですよ。やって進めて二、三年たって、い

や、とてもじゃないけどもうやっていかれないということでやめたというわけには、こうい

うことはいかないと思うんですね。ですから医療費にしても、今、4,500万以上いっています

けれども、今さらどうのこうのということは言わない。しっかりこれはちゃんとやっていこ

うと。やっているうちに少しずつ補助率が入ってくるようになりましたよ。多い少ないは別

として。 

給食費もやっぱり全体で考えていった場合に、私はそう長くない時期に必ず国は動くと思

うんです。もしかすると来年統一選挙だから、もしかするとそう動いてくれるかもしれない

し、世の中分かりません。ただ、そういったところに常に気を張っていることは確かです。

私も３年ぐらい前にこれ給食無償化ということで担当と打合せしたこともございます。冗談

でじゃあ今、納めていない給食費がこのぐらいあるのであれば、それを全額納めてもらった

ら無償化にするかとか、そういうお話はしたことはあるんだけど、今すぐやっぱりいい響き

の答えはできない。これはしっかりした物事をやって、そしてそれこそ企業が来れば、来た

ら来たで働く人は確かにそっちに行くかもしれないけれども、町に入ってくる税率は増える

わけであって、その中からそういった子供たちへの還元とか、そういったものが出てくるん

だろうと思います。ですから世代的にきちっとバランスを考えて予算を使うということも大

事だろうし、決して子供たちを削除するとか、そういうこと、予算的なものは10あったら半
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分以上は子供に使っていいと思っていますから。そういった内容で今後も考えていきたいと

は思っています。 

○議長（色川晴夫君）　今野　章議員。 

○10番（今野　章君）　予算的には半分以上子供たちに使ってもいいと、そう考えていると、こ

ういうことですので、まさに子供たちは松島の未来だと、そういう立場でこういった問題、

ぜひ考えていただきたいと思います。それで先ほど１問目のやつで１問飛ばしていましたの

で、簡単にお聞きします。４問目で、本町において令和３年９月に松島町中小企業、小規模

企業者振興基本条例が創設をされましたと。条例の理念を実現すべく、実施計画、振興基本

計画に関わる実施計画ということになるんでしょうかね。を策定中のことと思いますが、商

工会との話合いの状況や具体的な施策等についての考えがあればお聞かせくださいというこ

とで質問しておりましたので、端的によろしくお願いしたいと思います。 

○議長（色川晴夫君）　答弁、太田産業観光課長。 

○産業観光課長（太田　雄君）　現在、計画素案を作成中でございます。具体的な施策について

は、本町では既に中小企業の融資あっせん及び補償補給事業、それから創業者支援事業とい

うことと、あと商工会が開催する創業セミナーへの補助を行っておりますことから、本計画

ではこれらの既存事業について明記し、継続した支援を行ってまいりたいと考えております。

なお、商工会との話合いなんですけれども、現在、現状から見ました課題について抽出しま

して、各種施策などの洗い出しを商工会と一緒にやっている状況でございまして、話の中で

は前段でも申し上げましたが、融資あっせんとか、あと販路開拓、あと受注機会の確保、そ

れから相談業務の充実、あと迅速な国とか県とかの補助金等の情報の提供はしっかりやらな

いといけないねと。なおかつその中で経営基盤の弱い小規模事業者への配慮も必要だねとい

うような話合いはしております。 

　　以上です。 

○議長（色川晴夫君）　今野　章議員。 

○10番（今野　章君）　ありがとうございます。今の答弁につきましては、令和４年11月４日の

商工会のほうから出てきた資料の中に盛られている、例年のとおりの事業を進めますよと、

こういう中身だということであります。せっかく基本条例をつくって、今、基本計画なりな

んなりつくっていらっしゃるんだと思うので、最初に質問させていただいたように、リフォ

ーム助成制度を含めて、そういった長期的に地元の事業者を支援できるような、そういった

ことも私は考える必要性があるのではないかなということだけ最後に申し上げて、質問を終



７９

わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（色川晴夫君）　10番今野　章議員の一般質問が終わりました。 

　　本日の日程は全て終了いたしました。 

　　以上をもって本日の会議を閉じ、散会とします。 

　　再開は、12月６日午前10時です。 

　　本日は大変ご苦労さまでした。 

　　　　　午後　４時１０分　　散　会


